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1 目的 
平成 18 年 11 月 30 日に経済産業省原子力安全・保安院から当社に、水力発電設備、火力発電設

備、原子力発電設備に対し、平成 18 年 11 月 21 日に指示したもの（指示１）以外のものについて

も、データ改ざん、必要な手続きの不備その他同様な問題がないか、点検を行うことを求める指

示（指示２）が発出された。その後、平成 18 年 12 月５日、および平成 19 年２月１日に経済産業

省より、検査データに関する報告徴収命令が発出された。（指示３，４） 

当社は、指示４に基づき、当社の発電設備における検査データ改ざんに対する全社的な再発防

止対策の方向性について、平成 19 年３月１日に経済産業省へ報告した。また、指示２に基づき、

当社の全ての水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備に対し点検を実施した結果、データ

改ざんまたは必要な手続きの不備と判断した事案に関する具体的な再発防止対策について、平成

19 年３月 30 日に原子力安全・保安院に報告した。 

本報告書は、３月 30 日に報告した再発防止対策を基に、さらに具体的なアクションプランを取

りまとめたものである。 

 

 

 国から受領した指示文書 

＜指示１＞ 

「水力発電設備に係る調査について」 

 （経済産業省原子力安全・保安院 平成 18・11・20 原院第 5号 平成 18 年 11 月 21 日） 

１． 電気事業法に係る検査資料及び定期報告において記載事項に係る改ざんの有無及び有の場

合にはその内容。 

２． 電気事業法に係る必要な工事計画の届出（平成 12 年７月１日の改正法が施行されるより前

のものについては、認可申請を含む。）を行わずに実施した工事の有無。 

３． 上記２．で有の場合は以下の事項 

（１） 当該工事の時期と内容 

（２） 当該電気工作物が技術基準に適合していることを示す書類 

（３） 届出（あるいは認可申請）をしなかった理由 

 

 

 ＜指示２＞ 

「発電設備に係る点検について」 

（経済産業省原子力安全・保安院 平成 18・11・30 原院第１号 平成 18 年 11 月 30 日） 

水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備に対し、11 月 21 日に指示したもの以外のものにつ

いても、データ改ざん、必要な手続きの不備その他同様な問題がないか、点検を行うことを求め

ます。 
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＜指示３＞ 

「検査データの改ざんに係る報告徴収について」 

（経済産業省 平成 18・12・05 原第 1号 平成 18 年 12 月５日） 

１．今般確認された福島第一原子力発電所第１号機におけるデータの改ざんについて、その事実

関係、根本的な原因及び再発防止対策を平成 19 年１月 11 日までに報告すること。 

２．貴社の発電設備に関し、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律に基づく検査（使用前検査、定期検査、定期事業者検査、保安検査等の法定検査）に関

するデータ処理における改ざんの有無（有の場合にあっては、その内容を含む。）について

平成 19 年１月 31 日までに報告すること。 

 

 

 ＜指示４＞ 

「検査データの改ざんに係る追加の報告徴収について」 

（経済産業省 平成 19・1・31 原第 21 号 平成 19 年２月１日） 

１．原子力発電設備については、今回新たに確認されたデータの改ざんに関して、各々の詳細な

事実関係の調査、原因の究明及び再発防止対策並びに平成 14 年の総点検において確認できな

かった原因の究明について平成 19 年３月１日までに報告すること。 

２．原子力以外の発電設備については、今回新たに確認されたデータの改ざんに関して、各々の

詳細な事実関係の調査、原因の究明及び再発防止対策について平成 19 年３月１日までに報告

すること。 

なお、法定検査に係るデータの改ざんが追加的に見出された場合は、同様にその事実関係、原

因の究明及び再発防止対策を今回の指示の報告に含めること。 

 

 

注：法定検査に係るデータの改ざんとは、検査要領書の作成、検査準備作業、検査で確認する

指示計（記録計、計算機の出力値、表示灯、警報装置などを含む）などに対して意図的に

不当な操作を加えたものと定義し、点検・調査を実施 
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2 検討体制 
常設のリスク管理委員会（委員長：社長 勝俣恒久）の下に、発電設備における法令手続きおよ

び検査・計測記録等適正化対策部会（部会長：副社長 築舘勝利、以下発電対策部会）、法令手続

き等の不適切事例に対する再発防止策検討部会（部会長：副社長 築舘勝利、以下再発防止策検討

部会）を設置し、点検、検討を横断的かつ網羅的に推進し、報告書の取りまとめを行った。（図２

－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 体制図 

 

発電対策部会、各検討会（構成員については図２－２参照）の点検、検討および報告書の取り

まとめにあたっては、当該設備所管箇所によるセルフチェックに客観性、透明性を確保するため、

当該設備部門の他の組織（本店、他発電所等）や社内法務部門及び監査部門なども参画するとと

もに、社外の弁護士や専門家からの指導、助言を得た。 

再発防止策検討部会においては、全社的な再発防止対策を検討するために、企業倫理定着活動

を進めてきた総務部門や社内法務部門、監査部門、労務人事部門等も参画し、社外の専門家から

の助言も得ながら、各発電部門の事案の共通的な課題を整理・分析し、これまで取り組んできた

再発防止対策の拡充等の見直しを行った。 

各部会、検討会の開催実績を表２－１に示す。 

本報告書原案は、平成 19 年３月 19 日の再発防止策検討部会及び平成 19 年４月３日の経営会議

における再発防止対策の妥当性などの確認を経て、承認された。 

リスク管理委員会 

（委員長：社長 勝俣恒久）

法令手続き等の不適切事例に対する

再発防止策検討部会（再発防止策検

討部会） 

（部会長：副社長 築舘勝利） 

一連の手続きの不備やデータ改ざんが明

らかになる等の事態を踏まえ、全社的な

再発防止対策の策定を含む今後の対応等

について審議。 

発電設備における法令手続きおよび

検査・計測記録等適正化対策部会（発

電対策部会） 

（部会長：副社長 築舘勝利） 

水力検討会（主査：副社長 林喬） 

 （水力、風力発電設備） 

火力検討会（主査：副社長 林喬） 

 （火力、内燃力、地熱発電設備） 

原子力検討会（主査：常務 中村秋夫）

 （原子力発電設備） 

水力、火力、原子力、内燃力、地

熱、風力の発電設備に関するデー

タの改ざん、手続きの不備などの

有無を点検し、有の場合にはその

原因究明、再発防止策を検討。

経営会議（常務会）
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図２－２ 発電対策部会、再発防止策検討部会、各検討会 構成メンバー

リスク管理委員会 

水力検討会 

委 員 長：勝俣社長 

副委員長：築舘副社長 

     林 副社長 

     清水副社長 

     皷 常務 

     藤本常務 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：常任監査役 

      監査役業務部長

委  員：企画部長 

     技術部長 

     ｼｽﾃﾑ企画部長

     広報部長 

     関連事業部長

     総務部長 

     経理部長 

     営業部長 

     工務部長 

配電部長 

火力部長 

原子力・立地業務部長 

品質・安全監査部長 

原子力品質監査部長 

部 会 長：築舘副社長 

副部会長：林 副社長 

     清水副社長 

     武黒常務 

     中村常務 

     猪野常務 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：弁護士 岩渕氏

 

メンバー：企画部長 

     技術部長 

     広報部長 

     関連事業部長 

     総務部長 

     用地部長 

     工務部長 

 

火力部長 

建設部長 

原子力運営管理部長 

品質・安全監査部長 

原子力品質監査部長 

 

 

 

主  査： 林 副社長 

副 主 査： 猪野常務、相澤火力部長 

メンバー： 企画部企画ＧＭ 

      技術部技術企画ＧＭ 

総務部文書ＧＭ 

      火力部部長代理 

      火力部火力総括調整ＧＭ 

      火力部火力業務ＧＭ 

      火力部火力技術ＧＭ 

      火力部火力発電ＧＭ 

      火力部火力保修ＧＭ 

      火力部火力建設ＧＭ 

火力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ所長 

      火力 EC ﾗｲﾌｻｲｸﾙ技術担当 

火力 EC 設備技術ＧＭ 

      火力 EC 設備技術Ｇ制御技術担当 

      火力 EC 設備技術Ｇ化学技術担当 

      品質・安全監査部保安監理Ｇ 

      東京支店島嶼業務ｾﾝﾀｰ所長 

      東京支店島嶼業務ｾﾝﾀｰ島嶼発電ＧＭ 

社外専門家：弁護士 棚村氏 

 

 

主  査： 林 副社長 

副 主 査： 武部工務部長 

メンバー： 総務部文書ＧＭ 

      用地部水利・尾瀬ＧＭ 

      工務部施設業務ＧＭ 

      工務部水力発電ＧＭ 

      工務部工務土木ＧＭ 

      工務部設備環境ＧＭ 

      系統運用部需給運用計画ＧＭ 

      建設部スペシャリスト（ダム設計・維持管理） 

      品質・安全監査部保安監理Ｇ 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ： 吉越フェロー 

       電力流通本部保安担当 

社外専門家：弁護士 熊谷氏 

     東京工業大学大学院 

      総合理工学研究科教授 大町氏 

      (財)ダム技術センター顧問 松本氏 

 

主  査： 中村常務 

副 主 査： 武黒常務（原子力・立地本部長） 

メンバー： 広報部長 

原子力・立地副本部長 

      立地地域部長 

      品質・安全監査部長 

      原子力品質・安全部長 

      原子力運営管理部長 

      原子力設備管理部長 

原子力品質監査部長 

      福島第一原子力発電所長 

      福島第二原子力発電所長 

      柏崎刈羽原子力発電所長 

      企画部企画ＧＭ 

      技術部技術企画ＧＭ 

      総務部文書ＧＭ 

社外専門家：弁護士 中込氏 

      弁護士 松田氏 

弁護士 岡内氏 

弁護士 熊谷氏 

      弁護士 棚村氏 

（平成19年４月６日現在） 

再発防止策検討部会 

部 会 長：築舘副社長 

副部会長：林 副社長 

     清水副社長 

     武黒常務 

     中村常務 

     猪野常務 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：弁護士 野﨑氏 

       慶応義塾大学助教授 梅津氏 

メンバー：企画部長 

     技術部長 

     広報部長 

     関連事業部長 

     総務部長 

     労務人事部長 

用地部長 

      

工務部長 

火力部長 

建設部長 

原子力運営管理部長 

品質・安全監査部長 

原子力品質監査部長 

 

 

 

火力検討会 原子力検討会 

発電対策部会 



  

6 

 

表２－１ 部会、検討会の開催実績 

 

 

 

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

経済産業省 20 10 24 31 1 30 6

原子力安全・保安院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

への報告

4 7 11 18 28 5 16 22 26 9 23 9 19

発電対策部会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 8 15 4 15 8 22 7

水力検討会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 22 12 19 25 14 22 26 16

火力検討会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 19 25 27 4 8 16 25 29 6 15 21 26 14 23 26 4

原子力検討会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 22 23 19

再発防止策検討部会 ○ ○ ○ ○

平成18年12月 平成19年1月 平成19年2月 平成19年3月

（計１３回）

（計　８回）

（計　９回）

4月

（計１７回）

（計　４回）
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3 原因の究明と全社的な再発防止対策 

3.1 再発防止対策の検討の進め方 

平成 14 年８月 29 日の当社原子力発電所における不祥事公表を踏まえ、当社は平成 14 年９

月 17 日に原子力発電所における点検･補修作業に係る不祥事の再発防止対策として「情報公

開と透明性確保」、「業務の的確な遂行に向けた環境整備」、「原子力部門の社内監査の強化と

企業風土改革」および「企業倫理遵守の徹底」の「４つの約束」を公表した。 

また、当社は平成 14 年 10 月に、経済産業大臣より、平成 15 年３月末までに再発防止対策

の具体的進捗状況を報告するよう指示「原子力発電所における自主点検作業記録の不正等の

問題について（経済産業省 平成 14・10・01 原第１号 平成 14 年 10 月１日）」を受け、平

成 15 年３月に「当社原子力発電所における自主点検作業にかかる不適切な取り扱い等に対す

る再発防止対策の実施状況」を再発防止対策の具体的進捗状況として国に提出した。 

当社は、不祥事の再発防止と信頼回復を図るためには、この「４つの約束」及び再発防止

対策を実現することが不可欠であると位置付け、全社的にも「しない風土」と「させない仕

組み」として展開している。しかしながら今回、発電設備のデータ改ざんや法令に基づく手

続き不備等の問題が明らかになり、全社的な対策についてリスク管理委員会の下に、法令手

続き等の不適切事案に対する再発防止策検討部会（第２章参照）を設置し、検討を進めてき

た。（図３－１参照） 

 
 

 

 

図３－１ 再発防止対策の検討の進め方 

水力発電設備に関する再発防止対策の検討

火力発電設備に関する再発防止対策の検討

原子力発電設備に関する再発防止対策の検討

各部門共通の対策
は、再発防止策検
討部会で検討

部門固有対策

の展開

全社的な対策

として展開

「４つの約束」
各発電設備
でのデータ
改ざん、手
続き不備等
の事案

これまでの

再発防止の

取り組み

「しない風土」

と

「させない仕組み」
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3.2 平成 15 年３月の再発防止対策の概要 

平成 15 年３月に再発防止対策の具体的進捗状況として国に提出した報告書「当社原子力発

電所における自主点検作業にかかる不適切な取り扱い等に対する再発防止対策の実施状況」

（以下「15 年の再発防止対策報告書」と表記。添付資料１参照）は、当社原子力発電所にお

ける一連の不祥事の原因や背景を次の３つに集約し、それぞれに対応する再発防止対策の取

り組み状況を記載したものである。まず、問題の所在としては、以下の３点に整理している。 

 

（１） 品質保証システムの問題 

・原子力部門の品質保証に関し、トップマネジメントの関与等、全般的に責任と権限が

明確ではなかった 

・業務遂行にあたっての基本ルールを定めた規程･マニュアル類の整備が十分でなく個

人・組織の裁量によって業務が行われる場合が多かった 

・他部門からのチェック機能、全社的な監査機能が十分に機能しなかった 等 

 

（２） 企業倫理遵守・企業風土の問題 

・法令等遵守の意識が十分に組織の隅々まで徹底されていなかった 

・原子力部門の組織風土が閉鎖的であり、部門内での意思決定に対して経営層を含む他

部門からのチェックが十分に機能しなかった背景となった 

・原子力部門内部にも閉鎖性が存在し、問題への対処にあたって、広く意見が求められ

ることがなかった 等 

 

（３） 安全文化の醸成・定着の問題 

・安全にかかる問題よりも電気の安定供給を優先した（福島第一原子力発電所１号機の

原子炉格納容器漏洩率検査時の不正 等） 

・「（自分たちが考える）安全性さえ確保していればいい」とする判断（安全に対する独

善的判断）が繰り返しなされた 等 

 

15 年の再発防止対策報告書の中で、これらの問題が「当社の全ての原子力発電所において

長期間にわたって存在していた」と分析している。これらの問題の存在が経営層に伝わらず、

結果として見れば、解消に向けて有効な対策を打つことができなかった、あるいは改善策を

実施しても徹底することができなかったということであり、当社はこれを経営の問題として

真摯に受け止め、深く反省した。 

原子力発電所の運営は、社会、とりわけ発電所立地地域の皆さまの信頼、安心なくしては

成り立たない。当社は、二度と同じ過ちを再発させないために、「品質保証システムの改善」、

「企業倫理遵守の徹底・企業風土の改革」、そして、「安全文化の醸成・定着」に向けた施策

を着実に進めていく考えであり、何よりも再発防止を確かなものとすることを通じてのみ、

社会の信頼と安心を取り戻せるのであると考えている、と総括した。 
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15 年の再発防止対策報告書では、こうした問題点を踏まえて、以下の改善策を進めること

とした。 

 

○品質保証システムの改善に向けた取り組み 

①品質保証活動の改善 

・品質保証の推進体制の明確化 

・マニュアルの整備 

・品質保証にかかる教育・研修の強化 

②品質監査にかかる体制（組織）の整備 

 

○企業倫理遵守の徹底・企業風土改革に向けた取り組み 

①企業倫理遵守の徹底 

・経営管理面での位置付け 

・推進組織の明確化 

・企業行動憲章の周知、企業倫理行動基準の策定 

・その他の環境整備 

②風通しのよい企業風土の構築 

・社内各階層・部門間のコミュニケーション活性化 

・原子力部門と他部門の人材交流活発化 

・原子力部門内外の情報流通活性化 

 

○安全文化の醸成・定着に向けた取り組み 

・安全を最優先する経営姿勢の表明 

・安全文化向上を推進する組織の設置 

・現場社員（発電所所員）の士気と誇りの高揚 

・情報公開による透明性の確保 

・報告する文化の醸成（組織内外の風通しのよさ） 

・謙虚に学ぶ（「他に学ぶ」、「失敗に学ぶ」）文化の醸成 

・常に問い直す批判的精神、習慣（Questioning Attitude）の醸成 

・業務実施状況をチェックする仕組みの構築 

 

当社は、これらの改善策を踏まえ、全社的な再発防止対策として「しない風土」と「させ

ない仕組み」の取り組みを平成 15 年３月発表の経営計画に盛り込み、これを会社全体で展開

することにより、信頼回復に努めてきた。（図３－２参照） 
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（参考）「企業倫理遵守に関する行動基準」（平成１５年３月制定、同１７年４月改定）の概要

Ⅰ．ルール遵守 

１．人間の尊重 

（１）安全を最優先 

（２）環境への配慮 

（３）人権の尊重 

２．法令等の遵守 

（１）法令の遵守 

（２）契約の遵守 

（３）社内規程等の遵守 

３．情報の適正な取り扱い 

（１）個人情報の保護 

（２）知的財産の保護 

（３）機密情報の保持 

（４）インサイダー取引の禁止 

Ⅱ．誠実な行動 

１．基本姿勢 

２．お客さまや取引先に対する姿勢 

３．政治や行政に対する姿勢 

４．反社会的勢力に対する姿勢 

５．公私のけじめ 

 

Ⅲ．オープンなコミュニケーション 

１．オープンな話し合い 

２．社会との積極的なコミュニケーション

 

 

図３－２ 企業倫理遵守に向けた取り組みの全体像 

～～ 企業倫理遵守の方向性・基準の明示企業倫理遵守の方向性・基準の明示 ～～

～～ 社会常識に沿った業務運営・企業倫理徹底のための推進組織の整備社会常識に沿った業務運営・企業倫理徹底のための推進組織の整備 ～～

実 　 践

させない仕組みの構築

「企業倫理遵守に関する行動基準」の制定

コミュニケーションの活性化

全社員に対する企業倫
理遵守徹底に向けた教
育・研修の実施

規程・マニュアル類の整備

文書・業務記録管理の徹底

業務監査・考査の強化

企業倫理責任者の明確化および企業倫理担当の設置 法 務 担 当 部 門 の 強 化 ・ 拡 充

企業倫理委員会の設置企業倫理相談窓口の設置 企業倫理グループの設置

モニタリングの実施

企業倫理を企業倫理を
遵守した業務運営遵守した業務運営

の実践・定着の実践・定着

定期的にチェック

「経営ビジョン２０１０」の第１の経営指針に「社会の
信頼を得る」を掲げるとともに、全ての業務を行動
基準に従って実施することを規定

「グループ企業行動憲章」の制定

しない風土の構築

グ　ル　ー　プ　経　営　理　念

～～ ““しない風土しない風土””とと““させない仕組みさせない仕組み””の構築に向けた定着活動の構築に向けた定着活動 の実施の実施 ～～
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3.3 平成 14 年における原子力総点検において確認できなかった原因の究明の概要 

総点検は、調査範囲を原子炉本体を中心に点検や工事を主体に設定し、期間は重要度によ

り区分を設けて、調査の方法も、当社保有の検査成績書、工事報告書および施工会社保有の

工事報告書、工事記録間の整合を確認するという方法を中心に行った。この間、第三者機関

による点検過程、点検結果の確認も行い、大掛かり（約 5ヶ月、約 796 万ページの報告書類、

約 14,800 人日）で厳格な点検を実施した。しかし、今回確認された事案については、書類上

の不備や問題となる不整合がなかったり、または調査対象になっていなかったことが原因で、

当時の総点検では改ざんを摘出するには至らなかった。 

今回の聞き取り調査から、総点検を実施した平成 14 年度当時は、改ざん事案を自ら言い出

す雰囲気や社会に対して会社の不利な情報を積極的に出していくという雰囲気はなかったこ

と、その後「４つの約束」を示し、全社を挙げて取り組んできたことにより、企業倫理遵守、

品質保証についての意識の浸透や仕組みの定着など、社内風土や社員の意識の面でも変化が

出てきたことが認められた。 

総点検において確認できなかった事案を今回の調査で確認できたのは、平成 14 年度当時と

は社内風土が変化している中で、今回、体系的で広範囲なアンケート・グループ討議・聞き

取りという、踏み込んだ事実確認作業を実施し、これがきっかけとなり自発的な発言が引き

出され、これに基づいて、平成 14 年度当時に調査対象でなかった社内資料を詳細に調査した

ことによるものといえる。（表３－１参照） 

 

表３－１ 平成 14 年度の総点検と今回の調査の比較 

 平成 14 年度の総点検 今回の調査 比較 

対
象
設
備

・原子炉本体に係る設備 

（炉内構造物、原子炉再循環配管

等）、その他設備（発電機、ホ

イストクレーン等を除く） 

・格納容器漏えい率検査 

・全ての設備 

（計器・プロセス計算機を含む） 

・平成 14 年度の総点検は設備

の一部を除いた。 

・今回は設備を限定せず。 

対
象
期
間 

・原子炉本体に係る設備について

は昭和 63 年～平成 14 年の 14

年間、その他設備については至

近の本格点検までに限定。 

・漏えい率検査については直近の

検査記録＊に限定。 

・期間を限定せず可能な限り過去にさかのぼっ

た。 

 

 

 

・平成 14 年度の総点検は、原

子炉本体に係る設備（炉内構

造物等）については過去 14

年、その他は至近に限定。 

・今回は期間を限定せず可能な

限り過去にさかのぼった。 

調
査
方
法 

・当社保有の検査成績書、工事報

告書、工事施工会社保有の工事

報告書等の整合性等の確認。 

・不整合、疑義が摘出された場合

に関連書類の詳細調査、関係者

への聞き取りを実施し、改ざん

の有無を確認。 

 

・社員へのアンケート（検査経験者 233 名）、

グループ討議（検査従事者 1,874 名；技術系

所員の約 9割）、聞き取り（長期検査従事者、

ＯＢを含む 60 名）という、踏み込んだ事実

確認作業を実施。 

・これをきっかけに自発的な発言があり、これ

に基づく社内資料を詳細に調査することに

より、改ざん事案を確認。 

・更には社内追加調査（グループ討議 769 名、

聞き取り 45 名）やメーカー、協力企業への

調査（アンケート 2社 1,813 名、聞き取り 7

社 70 名）等を実施。 

・法定検査の検査成績書・検査記録から抽出し

た計器・プロセス計算機等からの値につい

て、改ざんの有無を調査。 

・平成 14 年度の総点検は検査

成績書、工事報告書等の記録

類の整合性確認が中心。 

・今回は、体系的で広範囲なア

ンケート・グループ討議・聞

き取りを行い、これに基づく

社内資料を詳細に調査。 

＊：｢原子炉格納容器漏えい率検査に関する報告徴収について｣（平成14･09･30 原第3号/平成14･10･24 原第7号）で対応 
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3.4 他発電設備への水平展開 

平成 14 年８月の原子力不祥事以降、既存の全ての規程・マニュアルについて、法令等との

整合状況を点検し、規程・マニュアルの体系を整備するとともに、関連する法令等の記載を

充実する等の見直しを実施した。 

水力発電部門においては、法令遵守の観点から「水力発電所の一時的な認可出力超過に対

するシステムでの上限値処理」・「気象観測装置の検定の未実施」等の問題が抽出され、これ

までに是正されている。 

火力部門では、不適合管理に関するルールおよびフローの検証・見直し、技術基準の適合

性に関する判断基準をわかりやすくするために、「合否判定基準とその解釈」の作成等により、

火力発電設備に関する業務運営について遵法性を高めると同時に、業務の遂行にあたりコン

プライアンス面の意識向上を図った。 

しかしながら、今回の調査で実施したような検査記録と社内記録との照合や組織的な聞き

取り調査を行わず、過去のデータ改ざんが見過ごされたり、不適切な前例踏襲が継続したり

した。このことは、平成 14 年８月の原子力不祥事や平成 16 年５月の関西国際空港エネルギ

ーセンターにおける検査データの改ざんなど、業務の点検のきっかけを十分に生かせなかっ

たと言わざるを得ない。 

 

 

3.5 共通的な課題の整理・分析・評価 

3.5.1 事案の整理 

水力、火力、原子力の各発電部門で発生した発電設備のデータ改ざん、手続き不備等の事

案（添付資料２参照）を、改ざん・手続き不備等が行われた時期・期間によって、以下の４

つに分類し、それぞれ整理した。（表３－２、表３－３、表３－４参照） 

 

①平成 14 年の不祥事以前の事案 

②平成 14 年の不祥事以前に発生、再発防止の取り組みにより是正された事案 

③平成 14 年の不祥事以前に発生、その後も継続した事案 

④平成 14 年の不祥事以降に発生した事案 

 

表３－２ データ改ざん・手続き不備等の事案数 

原子力 火 力 水 力  

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④

法定検査に係る 

 

10    2 3  3 3  3  

法定検査に係らない 10     1 1  6 2 2 

 

1 

20    2 4 1 3 9 2 5 1 合計 

 20 10 17 
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表３－３ 検査データの改ざん事案の分類 

分類 原子力 火 力 水 力 

（１） 
平成14年の
不祥事以前
の事案 

①柏崎刈羽1号機(A) 
残留熱冷却中間ポンプ起動の不正表示 

①福島第一１～６号機(C) 
非常用炉心冷却系ポンプの吐出、吸込圧力計の不適切な
調整 

①柏崎刈羽３号機(D) 
残留熱除去系ポンプの吐出圧力計の不適切な調整 

②福島第一１～６号機, 福島第二１～３号機(C) 
総合負荷性能検査における計器の不適切な調整、警報の
不正表示 

③福島第一１号機(B) 
安全保護系設定値確認検査における主蒸気管流量計測
系の不正な校正 

④福島第一１号機(B) 
安全保護系保護検出要素性能検査における主蒸気管流
量計測系の不正な校正 

⑤柏崎刈羽１～３号機(B) 
主蒸気隔離弁漏えい率検査における不正な弁の操作 

⑥柏崎刈羽７号機(D) 
蒸気タービン性能検査における警報表示の改ざん 

⑦福島第一２号機(D) 
原子炉停止余裕検査における中性子検出器位置の改ざん 

⑧柏崎刈羽７号機(D) 
蒸気タービン性能検査における組立状況検査データの
改ざん 

⑨福島第一１号機(C) 
復水器出入口海水温度データの改ざん（注１） 

⑳福島第二４号機(B) 
制御棒駆動機構の工事計画及び検査の不正 

④東扇島火力1,2号 (D) 
増出力試験時の超過デー
タの改ざん 

⑥横浜火力５号 (D) 
蒸気温度超過(28℃以上）
データの改ざん 
 

②葛野川ダム(D) 
電事法使用承認のため
の立入検査に係る水位
等データ改ざん 

③丸沼貯水池(D) 
電事法立入検査および
河川法定期検査に係る
堆砂状況データ改ざん 

⑥上日川ダム、葛野川ダム
(D) 
電事法使用承認のため
の立入検査に係る水位
等データ改ざん 

（２） 
平成14年の
不祥事以前
に発生、再
発防止の取
り組みによ
り是正され
た事案 

 ①東扇島火力1,2号 (D) 
発電機出力瞬時超過のデ
ータ処理改ざん 

③千葉火力他11発電所(C) 
発電機出力・発電電力量
の超過データの改ざん 

⑤南横浜火力他3発電所(C) 
蒸気温度・圧力超過のデ
ータ改ざん 

 

（３） 
平成14年の
不祥事以前
に発生、そ
の後も継続
した事案 

  ①玉原ダム(D) 
電事法使用承認のため
の立入検査および河川
法定期検査に係るダム
変形データ改ざん 

④須田貝貯水池(D) 
電事法立入検査および
河川法定期検査に係る
堆砂状況データ改ざん 

⑤八汐調整池(D) 
電事法立入検査および
河川法定期検査に係る
堆砂状況データ改ざん 

（４） 
平成14年の
不祥事以降
に発生した
事案 

 ②袖ヶ浦火力３号 (D) 
給水流量計の不適切な設
定値変更 

⑦東扇島火力２号(D) 
定検時期変更承認申請の
不適切な取り扱い 

⑧広野火力１号(D) 
点検結果の不適切な取り
扱い 

 

 

○数字は添付資料２の事案番号に対応

( )内は事案の評価区分 
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表３－４ その他データ改ざん・手続き不備等の事案の分類 

分類 原子力 火 力 水 力 

（１） 

平成14年の不

祥事以前の事

案 

⑩柏崎刈羽１，４号機(C) 

復水器出口海水温度データの改ざん（注１）

⑪福島第一４号機(C) 

取放水口温度測定データの改ざん（注１） 

⑫柏崎刈羽(D) 

排気筒放射性よう素濃度の不正な測定に

よる社内検査記録データの改ざん 

⑬柏崎刈羽４号機(D) 

排気筒モニタコンピュータ処理の不正な

上書きによる社内記録データの改ざん 

⑭柏崎刈羽１号機(D) 

運転日誌（社内記録）等の熱出力計算機

打出し値の改ざん 

⑮福島第一６号機、定検機材倉庫(D) 

ホイストクレーン定期自主検査記録の不

適切な取り扱い 
⑯福島第二１号機、柏崎刈羽１号機(A) 

定期検査開始のためのプラント停止操作

における原子炉スクラム（自動停止）事

象の隠ぺい 

⑯福島第一２号機(A) 

プラント起動時ドライウェル・インスペ

クション中の原子炉スクラム（自動停止）

事象の隠ぺい 

⑰柏崎刈羽３号機(D) 

HPCS-D/G定例試験記録および当直の引継

ぎ日誌の改ざん 

⑱福島第一５，６号機(D) 

運転日誌（社内記録）の熱出力の計算機

打出し値の改ざん 

⑲福島第一３号機(A) 

定期検査停止中の制御棒引き抜けに伴う

原子炉臨界と運転日誌の改ざん 

 ⑧渋沢ダム(D) 

電事法定期報告に係る水位データ改

ざん 

⑩穴籐ダム(D) 

河川法定期報告に係る揚圧力データ

改ざん 

 

⑭上来沢川ダム(B) 

電気事業法・河川法で規定される工

事の届出・申請を行わなかったもの。

⑮45発電所（80件注２）(D) 

電気事業法で規定される工事の届

出・申請を行わなかったもの。 

⑯主要工作物：46発電所（102件注２）、

その他：136発電所（3388件注２）(D)

河川法で規定される工事の申請を行

わなかったもの。 

⑰平発電所(D) 

河川法に基づく許可に係る条件の更

新を行わなかったもの 

 

（２） 

平成14年の不

祥事以前に発

生、再発防止

の取り組みに

より是正され

た事案 

 ⑨東扇島火力(D) 

取放水口海水温度差のデ

ータ処理改ざん 

 

⑦栗山調整池(D) 

電事法・河川法定期検査に係る堆砂

状況データ改ざん 

⑫野反ダム(D) 

河川法定期報告に係る放流管の鉄管

厚データ改ざん 

（３） 

平成14年の不

祥事以前に発

生、その後も

継続した事案 

 

 

⑩富津火力 (D) 

ホイスト式天井クレーン

定期検査（労働安全衛生

法）記録データの改ざん

⑨八汐ダム・蛇尾川ダム(D) 

電事法・河川法定期報告に係る水位

データ改ざん 

⑪野反ダム(D) 

河川法定期報告に係る変形データ改

ざん 

（４） 

平成14年の不

祥事以降に発

生した事案 

  ⑬氷川発電所(D) 

河川法定期報告に係る取水量データ

改ざん 

 
注１：これらの事案は、平成14年の不祥事以降も改ざんに気づかなかったため、是正は最近となった。 

注２：発生時期が不明のもの、発生時期が平成１４年以降のものも一部含まれる。

○数字は添付資料２の事案番号に対応

( )内は事案の評価区分 
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3.5.2 課題の分析 

（１） 各部門毎の課題の総括 

原子力： 平成 14 年の不祥事以前においては、国、自治体への説明や検査工程の遅延を回

避することなどが動機となった他、検査の判断基準、手順等が不明確のまま検査

を受検したり、課題解決に対する組織運営や主任技術者・上位職の役割の発揮が

不十分であったことなどから、データの改ざんを行っていた。平成 14 年の不祥

事以降に発生した事案がないという点は、「４つの約束」が浸透しつつあると考

えられるものの、過去の事案を言い出せなかったこと、継続していた改ざんを是

正できなかったことは、大いに反省すべき点である。また、地域・社会の視点に

立って考え、情報を発信し、ご意見に耳を傾け、業務運営に反映する取り組みが

不十分であった。 

火 力： 定格を超過した計測値等に対して、技術的な検証を行うことなく、国への説明あ

るいは法定検査への影響を回避することなどが動機となり、チェック体制の不備

などと相まってデータを改ざん、不適切な前例を踏襲していた。いくつかの事案

では、平成 14 年の不祥事の再発防止対策を推進していく中で、自ら問題点を発

見・指摘し、是正する自浄作用が働いているところが見られるが、最近の不適切

なデータ取り扱い事案３件については、技術的な検討不足や第一線職場と本店業

務主管部門とのコミュニケーション不足などの課題があったと考えられる。 

水 力： 運転開始時期を守るために行った不法取水を隠したり、説明しにくいデータの説

明を回避したりすることが動機となり、チェック体制の不備などと相まってデー

タを改ざん、不適切な前例を踏襲していた。また、いったん始まったデータ改ざ

んを是正するためには、個人レベルの企業倫理定着に加えて、より組織的な対応

が必要であった。 

共 通： 総じて平成 14 年の不祥事の再発防止対策について一定の成果を挙げつつあると

評価できるが、不適切な事案に関する情報を一つの職場で抱え込んだり、重大な

事案が報告、公表されなかったりするなど、第一線職場の悩みや問題を軽減する

取り組みが十分ではなかった。また、これまでの「しない風土」と「させない仕

組み」の取り組みにおいても、企業倫理遵守に関する行動基準、設備や業務の特

性に応じた企業倫理研修、第一線職場の設備や業務実態に適合した合理的な規

程・マニュアル、内部監査の対象範囲と内容などに不十分な点が認められた。 
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（２） 発生時期の分類毎の課題分析 

 データ改ざんや手続き不備などの各事案について、発生時期・期間の分類毎に課題を分

析した結果、主な課題は以下のとおりである。 

 

○平成 14 年の不祥事以前の事案の主な課題 

・安全面、技術面で問題がないことから、行政や立地地域に対して、説明を回避した

いという心理が働いた。 

・担当部署にとっては、検査終了、設備の運転開始の時期を守ることに強い責任を感

じており、ルールの遵守よりも検査や建設の工程確保を優先させる意識が強かった。 

・第一線職場では、懸念事項を本店などに相談する風土が備わっておらず、職場で問

題を抱え込んでしまった。 

・実際に改ざんが行われていた業務のほとんどが第一線職場の少数の人間により完結

するものとなっており、改ざんが実行されやすい環境にあった。 

 

○平成 14 年の不祥事以前に発生、再発防止の取り組みにより是正された事案の主な課題 

・第一線職場では、懸念事項を本店などに相談する風土が備わっておらず、職場で問

題を抱え込んでしまった。 

・計測値に対して、技術的な検証を十分に行うことなく、法定検査への影響を懸念し、

安易にデータを改ざんした。 

・第一線職場における不適切な事案について、長期間にわたり本店が指摘、是正でき

なかった。 

 

○平成 14 年の不祥事以前に発生、その後も継続した事案 

および平成 14 年の不祥事以降に発生した事案の主な課題 

・安全面、技術面で問題がないことから、行政や立地地域に対して、説明を回避した

いという心理が働き、不適切な前例を安易に踏襲してしまった。 

・データの改ざん・手続き不備について、本店業務主管部門の業務チェックが不足し

ていたことに加え、河川法が保安監査の対象となっていなかった。 

・第一線職場では、懸念事項を本店などに相談する風土が備わっておらず、職場で問

題を抱え込んでしまった。 

・実際に改ざんが行われていた業務のほとんどが第一線職場の少数の人間により完結

するものとなっており、改ざんが実行されやすい環境にあった。 
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3.5.3 これまでの対策の評価 

（１） 平成 14 年の不祥事以前の事案 

＜意識面（しない風土）からの評価＞ 

15 年の再発防止対策報告書に示したとおり、当社は「東京電力企業行動憲章」(平成９

年)，「風土改革のための５つの提案」(平成 11 年)等に取り組むも，継続的理解活動の不足，

推進のための社内体制の未整備等により，社員の意識への訴求が不十分であった。 

 

＜仕組み面（させない仕組み）からの評価＞ 

○規程・マニュアル関係 

平成 14 年の原子力不祥事を契機に、規程・マニュアルの実態調査を行った結果、下記の

ように業務運営上の遵守事項が体系化されていない、維持管理が適切に行われていない等

の問題点があった。 

・これまでの規程・マニュアル体系では、遵守事項は規程に、運用可能な事項はマニ

ュアルに記載することとしていたが、規程への遵守事項の記載が不十分であった。 

・業務の拠り所は前任者等からの口伝に依存しており、規程・マニュアルの活用度は

全般的に低く、マニュアルを活用した業務の改善・標準化推進への意識が低かった。 

・業務の変更が反映されていない様な、実態に合わないマニュアルが残っている等、

規程・マニュアルの改定が適切に行われなかった。 

 

○保安教育関係 

保安規程は、昭和 39 年の現行電気事業法の制定以来、電力設備自主保安の基本事項を定

めており、それにもとづいて保安教育が行われてきた。 

保安規程は現在までの間に何度も改定が行われてきたが、最近のもっとも大きな改定は、

関西国際空港エネルギーセンターにおける検査データの改ざんをきっかけとした平成 16

年９月 27 日の第 72 次改定である。その際に、保安教育として従来規定されていた電気工

作物についての知識技能の習得、事故時の措置訓練に加えて、法令遵守の項目を付加した。 

 

（２） 平成 14 年の不祥事以前に発生、再発防止の取り組みにより是正された事案 

当社は、平成 14 年の不祥事以降、再発防止対策として「４つの約束」を公表し、「しな

い風土」と「させない仕組み」の構築をめざし、グループの総力をあげて企業倫理・法令

遵守、安全確保・品質管理の徹底、情報公開等に取り組んできた。 

「しない風土」の中心をなす企業倫理定着については、仕事をするにあたっての基本的

心構えにおいて企業倫理遵守の意識を徹底させることが必要であるという趣旨で取り組ん

できた。そのための物差しとなる「企業倫理遵守に関する行動基準」を作成し、行動基準

を定着させるための活動として、行動基準の読み合わせの他、倫理的な考え方の定着に資

する「ケース・メソッド」を職場研修の中核に据えて全社的に取り組んできた結果、概ね

企業倫理遵守の意識の向上は図れたものと認識している。 

また、企業倫理を組織として実践するためには、風通しの良い風土を作る必要があると
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の認識に立ち、「企業倫理遵守に関する行動基準」の３原則の一つに「オープンなコミュニ

ケーション」を掲げるとともに、「何でも言える職場」を目指して、社内コミュニケーショ

ンの活性化に努めてきた。 

  「させない仕組み」構築については、仕事の拠りどころである規程・マニュアルの全て

を対象に見直しを行うとともに、その維持管理の仕組みの整備を進めてきた。原子力部門

においては、品質保証体制、不適合管理システムを確立した。 

平成 14 年の不祥事以前に発生し、再発防止の取り組みにより是正した事例については、

自ら問題点を発見・指摘し、是正する自浄作用が働いていることから、上記の取り組みが

機能したと評価できる。また、これまでの調査において、原子力部門においては原子力不

祥事以降に行われたデータ改ざんや不正は見つかっていない。 

 

（３） 平成 14 年の不祥事以前に発生、その後も継続した事案、および平成 14 年の不祥事

以降に発生した事案 

＜意識面（しない風土）からの評価＞ 

企業倫理定着に向けた活動は、仕事をするにあたっての基本的心構えにおいて、企業倫

理遵守の意識が不十分であった、との認識にたち、その意識を徹底させることが必要であ

るという趣旨で取り組んできた。 

そのための物差しとなる「企業倫理遵守に関する行動基準」を作成し、行動基準を定着

させるための活動として、行動基準の読み合わせの他、倫理的な考え方の定着に資する「ケ

ース・メソッド」を、職場研修の中核に据え、全社的に取り組んできた。 

これにより、概ね企業倫理遵守の意識向上が図れたと考えているが、実際には、その意

識が、以下の問題から、法令の知識が曖昧な場合は所管箇所に確認する、データを的確に

管理するといった具体的な行動には必ずしも結びつかなかった。 

 

・仕事の拠りどころとなるルールや根拠を確認するという仕事の基本が徹底されていなか

った 

的確な業務処理をするためには、知識が曖昧な場合等必要に応じ、原点に立ち返りル

ールを確認することが求められるが、それまでやってきたやり方について、特に疑問を

感じることもなく続けられてきた。また、ルールの解釈が問題となる状況に気づいた場

合も、本店の業務主管部門、関係省庁等にきちんと確認しなかった。 

 

・部門の特性・実態に応じた活動が不十分だった 

当社の事業は、様々な部門・職場から構成されており、それぞれにおける企業倫理・

法令遵守上の課題は異なる。設備を運転・管理する部門・職場においては、データを的

確に記録・管理することが重要であり、そのような点に重点をおいて企業倫理・法令遵

守の徹底を図ることが求められる。また、業務に関わる法令が多岐にわたったり、細か

い解釈を的確に行ったりすることが求められる仕事がある部署では、法令遵守徹底をサ

ポートするための重点的な活動が求められる。しかしながら、社員一人ひとりに企業倫
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理・法令遵守を徹底させるということを目標にし、職場の自主的な活動を重視して取り

組んできたことから、部門の特性や実態に応じた活動が十分に行われなかったため、設

備を運転・管理する部門・職場において、データを的確に管理するといった意識に必ず

しも結びつかなかった。 

 

＜仕組み面（させない仕組み）からの評価＞ 

○規程・マニュアル関係 

規程・マニュアルを適正に維持管理するための仕組みは構築されたが、その定着が十分

でないことや、社員にルールを守ることへの意識が徹底されていないことが課題として考

えられる。 

・規程・マニュアルの制定箇所による、所管業務の運営実態の把握が十分でなかったた

め、必要なルールに未整備な部分があることを把握できなかった。 

・法令や規程・マニュアルといった業務上のルールを理解し、それらを遵守して業務を

行うという意識が依然として徹底されておらず、また規程・マニュアル利用者から意

見・要望を提出させる「疑義・改善要望」の仕組みでも問題点の抽出が的確に行われ

なかった。 

 

○保安監査関係 

平成 12 年の改正電気事業法施行をきっかけに、本店および店所に保安監理担当を配置し、

法定使用前自主検査、法定事業者検査へ対応するとともに、日常保安業務品質の改善を目

的として保安監査を開始した。（平成 12 年 11 月） 

現在まで、電気事業法およびそれにもとづく保安規程、電気設備技術基準を対象に、保

安業務について評価、指導、助言を実施し、その改善を図ってきた。 

しかし、保安監査は電気事業法に基づく手続きについて確認しており、河川法をはじめ

とする電気事業法以外の関係法令に関する確認は、発変電所での騒音・振動関係を使用前

自主検査記録で確認していることを除き、ほとんど実施していなかった。 

また、電気事業法に基づく手続きが実施されているか否かを記録等により確認するのみ

であり、その内容の適切性にまで踏み込みんだ確認が不十分だったと考えられる。 

 

（４） 発生・継続した期間によらず、共通しているもの 

  ＜第一線職場の悩みや問題を軽減する取り組みの面からの評価＞ 

○第一線職場では、問題を抱え込む傾向があることに加え、本店のサポートが不十分 

企業倫理遵守を組織として実践するためには、個人の倫理意識の向上のみならず、風通

しの良い風土をつくる必要があるという認識に立ち、「企業倫理遵守に関する行動基準」の

３原則の一つに「オープンなコミュニケーション」を掲げるとともに、「何でも言える職場」

を目指して、社内コミュニケーションの活性化に努めてきた。 

しかしながら、技術系職場においては、問題を職場内だけで解決しようという意識が強

く、問題を抱え込んでしまう傾向があり、何よりも的確な対応を図るという観点から、積

極的に上位職、上位機関に相談するという姿勢に欠けるところがあった。 
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こうした意識を変え、相談を呼び起こすためには、本店側から積極的に第一線職場の中

へ入り込むなど、話しやすい雰囲気をつくり出すことが求められたが、そうした取り組み

が不十分であった。 

 

○業務プレッシャー、苦手意識を克服するための取り組み、およびそのサポートが不十分 

企業倫理を遵守した行動を徹底するためには、企業倫理意識を向上させることが何より

も必要であるが、業務プレッシャー、苦手意識を感じる状況の中では、楽な方法を選択す

る誘惑にかられやすい。それが明らかに安全上問題である、企業倫理違反であると判断さ

れる場合は、倫理意識の向上により、そうした選択がなされることはないが、安全上問題

ない範囲内であると内輪で判断したものであれば、その誘惑をより受けやすい。 

業務プレッシャー、苦手意識を感じる状況には様々なものがあるが、発電設備等を所管

する職場では、官公庁や立地地域の方々に対し納得が得られるよううまく説明しなくては

ならない、ということもその一つとなっていた。こうした、業務プレッシャー、苦手意識

を克服するためには、その裏付けとなる知識、説明力を身に付けるとともに、組織として

問題に対処する風土を醸成する等の取り組みが必要であるが、そうした取り組みが第一線

職場で十分になされておらず、本店のサポートも不十分であった。 
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3.6 再発防止対策 

3.6.1 基本的な考え方 

当社は、平成 14 年の原子力発電所における点検･補修作業に係る不祥事以降、再発防止

対策として「４つの約束」を公表し、「しない風土」と「させない仕組み」の構築をめざし、

グループの総力をあげて企業倫理・法令遵守、安全確保・品質管理の徹底、情報公開等に

取り組んできた。 

しかしながら、今回新たに調査を実施したところ、水力・火力・原子力の発電設備に関

するデータ改ざんや法令手続きの不備など、不適切な取り扱い事例が明らかとなった。 

こうした事態を真摯に反省し、今後、東京電力グループ全体として「しない風土」と「さ

せない仕組み」を充実し、徹底するとともに、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、

それを積極的に受け止める取り組みとして「言い出す仕組み」を構築し、実施していく。 

「しない風土」の取り組みについては、これまで、「企業倫理遵守に関する行動基準」を

定めるとともに、各職場においてケース・メソッドを中心とした研修活動や企業倫理を遵

守した業務運営の実践・定着に取り組んできた。 

今回の不適切な取り扱い事例では、業務を通じて得られた生のデータは品質管理の基本

であること、そして社会の信頼を得るためにはデータを適正に取り扱うことが何よりも重

要であるという認識が不足していた。また、業務運営の基本となる法令やルールを原点に

立ち返って確認するといった仕事の基本が徹底されていなかったこと、部門の特性・実態

に応じた企業倫理遵守の活動が不十分であること等の課題があった。 

今後は、業務の中で実践すべき行動がより具体的かつ明確になるよう、「企業倫理遵守に

関する行動基準」の規定内容、および部門・職場の特性等を念頭においた企業倫理研修の

充実、企業倫理遵守に関する宣誓書への署名等により、グループ社員一人ひとりが企業倫

理を遵守、徹底する意識をさらに高めていく。 

「させない仕組み」の取り組みについては、これまで、仕事の拠りどころである規程・

マニュアルのすべてを対象に見直しを行うとともに、その維持管理の仕組みの整備を進め

てきた。 

今回実施した発電設備に関する点検の結果、本来必要なルールが未整備であることや実

態に合わないルールが存在することが判明するなど、維持管理の仕組みの定着が不十分で

あった。 

今後は、今回の点検の結果を規程・マニュアルに反映させるとともに、現行のルールが

業務の実態と整合しているか、業務運営にあたって必要なルールが定められているか、簡

素化しうるルールはないか等、従来からの調査を継続・強化し、規程・マニュアルの見直

しを行い、業務の標準化を推進していく。 

「言い出す仕組み」の取り組みについては、これまで「何でも言える職場」をめざして、

階層間、部門間、グループ会社間のオープンなコミュニケーションに努めてきた。 

今回明らかになった不適切な事例について、結果的に社内の関係箇所への相談・報告が

なかったこと、また業務プレッシャー等から問題を抱え込み、不適切な行動に至ってしま

ったことも多く確認されていることから、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それ
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を積極的に受け止める仕組みの構築を一層推進する必要があると考えている。 

今後は、発電所の運転・運営に関わる情報を立地地域に積極的に分かりやすい形で発信

し、ご意見に耳を傾け、業務運営に反映する仕組みを強化するとともに、第一線職場支援

のための法務・コンプライアンス機能の強化等の対策を推進していく。特に、原子力発電

所の運営については、立地地域の理解と信頼の確保が不可欠との原点に立ち戻り、今一度、

安全を最優先する意識を徹底して、安全・品質の向上に努めていく。 

今後とも東京電力グループ全体として「しない風土」、「させない仕組み」、「言い出す仕

組み」からなる再発防止対策を確実に実施し、立地地域の皆さまをはじめ広く社会の皆さ

まからの信頼の回復に努めていく。 

 

 

3.6.2 全社的な対策 

（１）意識面（しない風土）の対策 

 

対策①：「企業倫理遵守に関する行動基準」の規定内容の充実 

これまで不十分であった企業倫理遵守に関する行動が、実践すべき行動としてより具体的

かつ明確になるよう、現行の「企業倫理遵守に関する行動基準」の規定を充実する。 

 

○以下の方向性で内容を充実する。 

【実施時期：５月改定、実施部署：総務部、対象：全社員】 

（新たに追加する項目） 

・ データの適正な記録・管理 

・ 法令等の確認・解釈の仕方など、仕事をするにあたっての基本姿勢 

・ 保安規定遵守の重要性 

・ 設備の建設・運転・管理に携わる者のあるべき姿勢・心構え 

・ 日常業務における問題発見努力と適正な改善 

・ 役員・管理職に求められる心構え 等 

（現状の表現を強調する項目） 

・ 行政への事故報告等を含む事業運営に関する透明性の確保 

   ○改定にあたっては、社内外からの声を十分に反映したものとする。 

・ 設備やお客さまに直接接して業務を行う第一線職場の声をはじめ、社内から広く意見

を募集し、反映する 

・ 社外委員を構成メンバーとする企業倫理委員会での審議を踏まえた見直しとする 

○新たな行動基準の社内周知にあたっては、全社員に対する宣誓書への署名（対策③）を

行うことにより、企業倫理遵守意識の更なる徹底を図る。 

 

 

 

注：【 】内は、実施予定時期、実施部署および対象を示す。
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対策②：部門・職場の特性等を念頭においた企業倫理研修の充実 

仕事の基本、技術者倫理および行動基準の徹底を図るべく、技術者倫理研修の充実、管

理職への研修の必修化、企業倫理意識向上に資する効果的な研修ツールの開発など、企

業倫理研修の見直しを行う。 

 

○「仕事の基本の徹底」については、全社員必修としたｅラーニングを受講し、さらに受

講後は当該内容に基づいてグループ単位で討議を行い、企業倫理意識の浸透を図る。 

【実施時期：８月開始、実施部署：総務部、対象：全社員】 

○「設備に携わる者としての技術者倫理の徹底」については、安全最優先、法令・保安規

定等遵守、適切な事故報告の重要性を念頭に、以下の方向性で研修の充実を図る。 

・設備部門の社員を対象とした、ｅラーニングによる研修・グループ討議の実施 

【実施時期：８月開始、実施部署：総務部、対象：設備部門】 

・社内の技術技能認定制度における技術者倫理研修の見直し 

【実施時期：６月開始、実施部署：総務部・総合研修センター、対象：設備部門】 

○管理職に対する研修を必修化し、その役割に応じて求められる、ケース･メソッド等の研

修を行なう。【実施時期：４月開始、実施部署：総務部、対象：管理職】 

○これまで、倫理的な考え方の定着の一環として全社的に取り組んできたケース・メソッ

ド研修に加え、それぞれの部門の不適切行為を題材にした事例集を作成・活用し、企業

倫理研修の充実を図る。【実施時期：４月開始、実施部署：総務部、対象：全社員】 

 

対策③：企業倫理遵守に関する宣誓書への署名 

役員・社員の一人ひとりが、企業倫理遵守に向けた意識をさらに高めるため、「企業倫理

遵守に関する行動基準」を遵守して行動する旨の宣誓書に署名する。 

 

○「企業倫理遵守に関する行動基準」の改定（対策①）の主旨および内容について、役員・

社員の一人ひとりが十分に理解したうえで、宣誓書に署名する。 

【実施時期：行動基準改定後５月～６月実施、実施部署：総務部、対象：全社員】 

○宣誓内容は、社外委員を構成メンバーとする企業倫理委員会での審議を踏まえて決定す

る。 

 

対策④：部門間、事業所間のより一層の人材交流の推進 

原子力部門では他部門との人材交流を随時実施しているが、原子力以外の部門におい

ても部門間、事業所間の人材交流を推進する。 

 

○原子力部門、工務部門（水力発電設備、流通設備）、火力部門等において、より一層、部

門間および事業所間の人材交流を推進する。 

【実施時期：７月の定期異動にあわせて実施、実施部署：労務人事部、 

対象：工務部門、火力部門、原子力部門等】 
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（２）仕組み面（させない仕組み）の対策 

 

対策①：第一線職場の設備や業務実態に適合した規程・マニュアルへの見直し 

今回の点検結果を規程・マニュアルに適切に反映するとともに、社員の法令や規程・マニ

ュアルを遵守する意識をより高揚させるための指導・教育を継続して実施する。 

 

○今回の発電設備に関する点検結果を規程・マニュアルへ適切に反映する。 

【実施時期：６月実施、実施部署：工務部、火力部、原子力品質・安全部、 

対象：発電部門】 

○毎年４月に行っている規程・マニュアルのレビューにおいて、業務運営実態とルールの

整合性、特にデータの正確性、法令手続きの適切性に関するルールの整備状況を重点事

項に設定して確認を行い、全社大で規程・マニュアルの充実を図る。 

【実施時期：８月までに実施、実施部署：品質・安全監査部、対象：全社】 

○社員の法令や規程・マニュアル遵守意識をより高揚させるため、全社員必修としたｅラ

ーニングを活用して、規程・マニュアルを遵守した業務運営の徹底による仕事の標準化

の推進や、疑義・改善要望の活発な提言に向けた教育を実施する。 

【実施時期：８月開始、実施部署：品質・安全監査部、対象：全社員】 

 

対策②：内部監査機能の強化・充実 

今回策定した再発防止対策について、的確かつ有効に実施され、また必要な見直しが行

われているかを内部監査部門が確認するとともに、内部監査の対象範囲と内容の見直しを行

う。 

 

○社内監査において、再発防止対策の実施状況を確認することとし、再発防止対策の職場

への定着状況の確認や再発防止対策の本店の業務主管部門によるモニタリング状況の確

認を行う。 

【実施時期：１０月開始、実施部署：品質・安全監査部、原子力品質監査部、対象：全社】 

○水力発電部門等における保安監査において、電気事業法に加え河川法についても監査対

象とするとともに、社外提出データの適切性の確認を監査項目に追加して監査を実施す

る。 

【実施時期：７月開始、実施部署：品質・安全監査部、対象：水力部門】 

○原子力部門における業務品質監査について、年度方針に再発防止の視点を織り込み、監

視機能の充実を図ること等を実施する。 

【実施時期：４月開始、実施部署：原子力品質監査部、対象：原子力部門】 
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（３）仕組み面（言い出す仕組み）の対策 

 

対策①：立地地域・社会の声を業務運営に活かす仕組みの強化 

原子力部門では、立地地域・社会のご意見に耳を傾け、話し合うことを重視する価値観

を、職責毎に定める行動規範に明記するとともに、本店及び原子力発電所に委員会組織を

設置し、立地地域・社会の声を本店及び発電所の業務に反映し、成果をフィードバックする

機能を強化する。 

 

○物言うことを良しとする価値観、社外の様々なステークホルダーのご意見を聴き、話し

合うことを重要視する価値観を浸透させるために、原子力部門では、職責毎に「基本的

行動規範」を定める。 

【実施時期：７月制定、実施部署：原子力品質・安全部、対象：原子力部門】 

○立地地域の声を本店および原子力発電所の業務や広報活動に反映し、成果を地域にフィ

ードバックすることを促進するため、原子力発電所及び本店それぞれに委員会組織を設

置する。 

【実施時期：４月設置、実施部署：立地地域部、対象：原子力部門】 

 

対策②：業務の点検月間の設置等による業務の集中的見直しの実施 

法令・社内規程等のルールを遵守し、仕事の基本を徹底する観点から、グループ討議の

活用など、定期的な業務の見直しの機会を設ける。これにより、問題行為・リスクの確認およ

び是正や業務改善に向けたテーマを設定し、業務の見直しを促進する。 

 

○法令・社内規程等のルールに対する不備・不正等について、現在または将来に問題が発

生することが想定される事項を洗い出し、全社大で集中的に業務の見直しを行うための

「業務の点検月間」を設置する。 

【実施時期：５月開始、実施部署：再発防止策検討部会、対象：全社】 

○洗い出しに当たっては、各本店業務主管部門がそれぞれのリスクのうち、優先順位の高

いものからテーマを選定し、各職場においてグループ討議を行う。 

○洗い出された事例については、改善処置を検討し、業務の見直しを行うとともに、重大

な法令違反等が確認された場合は、速やかに情報公開を行う。 

 

対策③：設備のトラブルや不具合を管理する仕組みの充実 

原子力発電所では、全ての不適合事象について管理する仕組みの導入により、設備のト

ラブルや不具合に関し言い出しやすい環境が醸成されており、これを参考に適切な対応策

を検討する仕組みを整備する。 

 

○水力・火力発電部門のトラブルや不具合に関するノウハウやナレッジを共有化し、類似

トラブルの再発を確実に防止するための対策を更に充実させる。また、広くデータ収集
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を行うことにより、データ異常値の真の原因追究に取り組む。 

○水力部門においては、業務の品質向上を目的に平成１８年５月に構築した不具合管理の

仕組みを活用して、トラブルの確実な対策実施と再発防止を徹底する。 

【実施時期：４月開始、実施部署：工務部、対象：水力部門】 

○火力部門においては、当面既存のシステムを活用し、不具合の確実な対策実施と再発防

止を徹底するが、さらなる情報共有を図るため、既存システムを再構築する。 

【実施時期：４月開始、１０月システム改修、実施部署：火力部、対象：火力部門】 

○電力間の情報共有に努め、特に原子力部門については、日本原子力技術協会との連携を

強化し、同協会の「原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)」に登録する発電所

のトラブル情報や対策の一層の共有を進める。 

 

対策④：業務プレッシャー等から第一線職場が抱える悩みを軽減するためのサポートの強化 

個人・職場が悩みを抱え込まないよう、本店の業務主管部門と第一線職場とのコミュニケー

ションの充実、法令・社内規程の解釈等のサポートなど、第一線職場のサポート体制を充実

する。 

 

○本店の業務主管部門と第一線職場とのコミュニケーションの充実を図るため、本店管理

職が第一線職場を訪問しての意見交換や、技術的課題や法令・社内規程の解釈について

気軽に連絡・相談できるサポート体制を強化する。 

【実施時期：７月実施、実施部署：工務部、火力部、対象：水力部門、火力部門】 

○平成 14 年 10 月から設置している企業倫理相談窓口については、平成 17 年４月の公益通

報者保護法の施行に伴い、周知とフォローアップの充実、主要子会社の相談窓口体制や

運営規程を整備してきた。今回の問題を踏まえて、企業倫理相談窓口の全社員へのさら

なる周知・徹底を行うとともに、各職場の企業倫理担当への相談体制の充実を図る。な

お、今後、問題があれば、適宜相談体制の見直しを図っていく。 

【実施時期：４月開始、実施部署：総務部、対象：全社員】 

 

対策⑤：第一線職場支援のための法務・コンプライアンス機能の強化 

第一線職場の隅々まで入り込んでコンプライアンス上の問題を掘り起こし、解決する仕組

みを整備するため、要員・体制を強化する。 

 

○本店法務セクションの要員・体制を強化し、以下の取り組みを実施する。 

・ 全職場からの直接の法律相談受付ライン（ヘルプライン）の整備 

・ 本店法務セクションが全事業所に赴く「出前法律相談」の実施 

・ 法律相談事例を踏まえた法律関係手引書の充実 

・ 法務担当者の他部門・店所との人材交流の一層の拡大 

【実施時期：７月開始、実施部署：総務部、対象：全社、総務部】  

 



 

 27

 

対策⑥：原子力部門の業務運営の見直し 

原子力発電所が抱える課題や悩みを軽減するために、原子力発電所と本店が一体となっ

た業務運営をより強力に推進するとともに、原子力発電所の運転・定期検査の管理・支援体

制を明確化し、原子力発電所の安全・安定運転への支援を充実するなど、原子力部門の業

務運営の見直しを行う。 

 

○原子力・立地本部に、品質管理と安全管理の責任箇所として「原子力品質・安全部」を、

設備の中長期的な課題への計画的な対応や設備管理の統括をする箇所として「原子力設

備管理部」を新たに設置し、これに伴い、「原子力技術・品質安全部」を廃止する。 

 （図３－３参照） 

○従来の本店組織では、「原子力運営管理部」に不適合事象を再発させないための支援等を

含め、発電所の管理・支援業務が集中していたが、改編後は、「原子力運営管理部」は発

電所の日常運営管理機能に特化する。また、不適合事象の未然防止等の評価・改善に関

する機能は「原子力品質・安全部」が、高経年化対策等の中長期的な設備管理機能は「原

子力設備管理部」が担務する。こうした今回の改編により、原子力発電所と本店が一体

となった業務運営をより強力に推進する。 【実施時期：４月１日実施済】 

 

 

 

 

社長    原子力・立地本部    原子力・立地業務部 

原子力品質・安全部（新） 

立地地域部 

原子力運営管理部 

原子力設備管理部（新） 

原子燃料サイクル部 

 

 

                    福島第一原子力発電所 

 福島第二原子力発電所 

 柏崎刈羽原子力発電所 

 

図３－３ 改編後の組織図 

 

3.6.3 今回の再発防止対策と平成 15 年３月の再発防止対策との関係 

今回の再発防止対策を平成 15 年３月に報告した再発防止対策との関係を示すと、表３－５

の通りとなる。 

本店組織
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表３－５ 今回拡充する具体的対策の対象別整理

全社 水力 火力 原子力 全社 水力 火力 原子力
１．品質保証システム改善に向けた取り組み
（１）品質保証活動の改善
　　①品質保証の推進体制の明確化 ○ ◎ 原子力部門の業務運営の見直し
　　②マニュアルの整備 ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 規程・マニュアルの見直し
　　③品質保証にかかる教育・研修の強化 ○ ○

（２）品質監査にかかる体制（組織）の強化 ○ ○

２．企業倫理遵守の徹底・企業風土改革に向けた取り組み
（１）企業倫理遵守の徹底
　　①経営管理面での位置づけ ○ ○

　　②推進組織の明確化 ○ ○

　　③企業行動憲章の周知，企業倫理行動基準の策定 ○ ◎ 行動基準の充実
宣誓書への署名

　　④その他の環境整備 ○ ◎ 法務・コンプライアンス機能の強化
企業倫理研修の充実

（２）風通しのよい企業風土構築
　　①社内各階層・部門間のコミュニケーション活性化 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 業務の集中的見直しの実施

◎ 業務プレッシャーを軽減するための
サポート強化

　　②原子力部門と他部門との人材交流活発化 ○ ◎ ◎ ○ 部門間・事業所間の人事交流の推進
　　③原子力部門内外の情報流通活性化 ○ ◎ ◎ ○ 不具合を管理する仕組みの充実

３．安全文化の醸成・定着に向けた取り組み
（１）安全を最優先する経営姿勢の表明 ○ ○

（２）安全文化向上を推進する組織の設置 ○ ○

（３）現場社員(発電所所員)の士気と誇りの高揚 ○ ○

（４）情報公開による透明性の確保 ○ ◎ 立地地域・社会の声を業務運営に
活かす仕組みの強化

（５）報告する文化の醸成（組織内外の風通しのよさ） ○ ◎ ◎ ○ 不具合を管理する仕組みの充実
（６）謙虚に学ぶ文化の醸成 ○ ◎ ○ 行動基準の充実
（７）常に問い直す批判的精神，習慣の醸成 ○ ◎ ○ 行動基準の充実
（８）業務実施状況をモニターする仕組みの構築 ○ ◎ ◎ ○ 内部監査機能の強化・充実

○：今後も継続実施する対策　　◎：拡充する対策

平成１５年３月の取り組み 今回拡充する具体的対策
１５年当時の対象 今回の対象
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4 おわりに 

 

当社は、平成 14 年８月の原子力不祥事以降、信頼回復のため「しない風土」と「させない仕組

み」のもとで、グループの総力をあげて企業倫理や法令の遵守、安全・品質管理、情報公開によ

る透明性の確保に全力で取り組んできた。 

昨年、他の電力会社において発電設備に関するデータ改ざん等が行われていた事案があったこ

とから、同様の事案がないか社外の弁護士を加えて、昨年末から組織を挙げた徹底的な調査に取

り組んできた。その結果、当社が過去において法定検査に関してデータ処理における改ざんを行

っていたことが確認された。また、法定検査以外のデータ改ざんや法令に基づく手続き不備等に

ついても、徹底的な点検を行った結果、不適切な事案が明らかになった。これら一連のデータ改

ざんや手続き不備等により、再び立地地域の皆さまやお客さまの信頼を大きく損なうことになっ

た。 

こうした事態が発生したことを分析した結果、総じて平成 14 年の原子力不祥事の再発防止対策

について一定の成果を挙げつつあると評価できるが、これまでの「しない風土」と「させない仕

組み」の取り組みにおいて、設備や業務の特性に応じた企業倫理研修や第一線職場の設備・業務

実態と適合した合理的な規程・マニュアル等が不十分であり、不適切な事案に関する情報が一部

の組織内に留まるなど、自発的に言い出す仕組みが十分ではなかった。 

そこで、これまで取り組んできた「しない風土」と「させない仕組み」を充実・徹底させると

ともに、「言い出す仕組み」を構築し、実施することとした。 

この「言い出す仕組み」では、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け

止める仕組みの構築を一層推進するため、第一線職場と本店業務主管部門とのコミュニケーショ

ンの充実、第一線職場支援のための法務・コンプライアンス機能の強化等の対策を推進していく。

また、重大な事故・トラブルや、法令違反等が確認された場合には、速やかに情報公開を行う。 

特に、原子力発電所の運営については、立地地域の理解と信頼の確保が不可欠との原点に立ち

戻り、今一度、安全を最優先する意識を徹底して、安全・品質の向上に努める。発電所の運転・

運営状況に関しては、情報を立地地域に積極的にわかりやすい形で発信し、説明するとともに、

いただいたご意見に真摯に耳を傾け、業務運営に反映していく仕組みを一層強化していく。 

立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グループの事業活動の基盤で

あることを改めて肝に銘じ、再発防止対策の確実な実施に向けて取り組んでいく。 

 

 

以 上
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付表１ 水力発電設備におけるデータ改ざん等の事案の概要（１３事案） 

番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水 

① 

（電事法） 

使用承認の

ための立入

検査 

 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

玉原発電

所 

 

玉原ダム 

（電事法） 

S58 

 

（河川法） 

定期検査 

S63,H3,6,9, 

12,17 

定期報告 

S58～H17 

検査資料を作成した際、ダム天端部分の変形データ

の内、上流側に変位したデータの１つが水位の関係等

から説明のつきにくい動きを示したことから、上流側

に変位したデータを下流側変位に改ざんし、検査に使

用した。 

ダムの計測結果より、ダムは安定した挙動を示して

いるとともに、巡視・点検結果においても異常は認め

られていないことから、安全性は確保できている。 

・説明しにくいデータについて、技術的に解明し当局に説

明するのではなく、安易に「安全性は問題ない」として、

行政への説明、対応を回避したこと。 

・当社及び当社子会社のチェックが全く機能しなかったこ

と。 

Ｄ 

 

 

水 

② 

（電事法） 

使用承認の

ための立入

検査 

 

（河川法） 

定期報告 

 

葛野川発

電所 

 

葛野川ダ

ム 

（電事法） 

H11 

 

（河川法） 

定期報告 

H10～H11 

平成 10 年６月からの初期湛水時、運転開始期日を守

らなければならないという観点から、貯留制限期間（平

成 10 年７月～８月）においても貯留を実施した。これ

がきっかけとなって、この貯留制限期間内の貯留が判

明しないよう、水位データ、関連する揚圧力、漏水量

を改ざんし、そのデータをもって通商産業省（当時）

への使用承認申請（平成 11 年 11 月提出）を行った。

ダムの計測結果より、ダムは安定した挙動を示して

いるとともに、点検結果において特筆すべき劣化変状

も認められないことから、安全性は確保できている。

・運転開始期日を守るという責任感は社員として重要な価

値観であるが、その価値観をルールの遵守よりも上位に

置いたこと。 

・ダムの初期データは、ダムの安全性を評価するうえで極

めて重要な位置づけであるという認識が不足していた

こと。 

Ｄ 

 

 

添
付
資
料
２
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番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水 

③ 

（電事法） 

立入検査 

定期報告 

 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

一ノ瀬発

電所 

 

丸沼貯水

池 

（電事法） 

立入検査 

H16 

定期報告 

H1～H13 

 

（河川法） 

定期検査 

H6,9,12 

定期報告 

H1～H13 

平成元年以前の委託会社の測量方法がずさんであ

り、雪崩や崩落により一部の測量杭が埋没していた。

そこで委託先を変更し測量環境を再整備のうえ測定し

たところ、それまでの測量値とは大きく違う値となっ

たことから、平成元年度以降の定期報告を以前の値と

つじつまが合うように改ざんした。（平成 13 年度まで

継続して実測値にすり合わせた） 

平成 16 年度の立入検査において、その改ざんしたデ

ータを使用した。 

ダム直上流の堆砂がダム本体の安定性に及ぼす影

響、末端部の堆砂が周辺の土地や構造物等に及ぼす影

響、堆砂による濁水発生が周辺環境等に及ぼす影響が

それぞれ問題ないことから、安全性は確保できている。

・平成元年以前の測量方法がずさんであったが、当社の測

量委託会社へのチェックが不足していたこと。なお、こ

の点は、平成元年の基準点の再整備により解消され、現

在もこの状態が維持されている。 

・正確に測量した結果、より実態に則した値となったが、

その事実を当局に説明した上で是正しなかったこと。 

Ｄ 

 

 

水 

④ 

（電事法） 

立入検査 

定期報告 

 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

須田貝発

電所 

 

須田貝貯

水池 

（電事法） 

立入検査 

H10 

定期報告 

S56 以前～

H15 

 

（河川法） 

定期検査 

H7,10,13,16 

定期報告 

S56 以前～

H17 

堆砂測量の全 66 測量断面のうちダム直上流１断面

を測量するのに流木や網場（流木よけの網）があり測

量が難しかったため、委託会社がこれを測量せず、根

拠に乏しい推測値によりその部分の堆砂量を算出し、

当社はそれに気がつかずそのまま当局へ報告してい

た。 

平成 10 年度の立入検査においても、その堆砂量を報

告していた。 

ダム直上流の堆砂がダム本体の安定性に及ぼす影

響、末端部の堆砂が周辺の土地や構造物等に及ぼす影

響、堆砂による濁水発生が周辺環境等に及ぼす影響が

それぞれ問題ないことから、安全性は確保できている。

・当社及び当社子会社の測量委託会社へのチェックが全く

機能しなかったこと。 

Ｄ 
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番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水 

⑤ 

（電事法） 

立入検査 

定期報告 

 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

塩原発電

所 

 

八汐調整

池 

（電事法） 

立入検査 

H17 

定期報告 

H6～H15 

 

（河川法） 

定期検査 

H10,13,18 

定期報告 

H6～H17 

揚水式発電所の上部調整池であるため、河川からの

土砂の流入がほとんどないと考え堆砂測定をしないま

ま堆砂量を「０」で報告。（平成６年度～平成 13 年度

の定期報告） 

平成 14 年の原子力不祥事公表を契機に測量を開始

したが、堆砂が計測されたことから、それまでの報告

との整合を図るため、同支店の土木部門とも相談のう

え、「０」での報告を継続した。平成 17 年度の立入検

査においても「０」と報告した。 

ダム直上流の堆砂がダム本体の安定性に及ぼす影

響、末端部の堆砂が周辺の土地や構造物等に及ぼす影

響、堆砂による濁水発生が周辺環境等に及ぼす影響が

それぞれ問題ないことから、安全性は確保できている。

・不適切な前例を安易に踏襲してしまったこと。 

・測量が実施されていないことは書類で明らかであるにも

かかわらず、内部監査等で見過ごされてきたこと。 

・平成 14 年度以降は測量を実施するものの、結果して改

ざん行為を続けるという極めて不適切な判断を行った

こと。 

Ｄ 
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番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水

⑥ 

（電事法） 

使用承認の

ための立入

検査 

 

（河川法） 

定期報告 

葛野川発

電所 

 

上日川ダ

ム 

 

葛野川ダ

ム 

（電事法） 

上日川ダム 

H11 

 

（河川法） 

上日川ダム 

H9～H11 

葛野川ダム 

H10～H11 

上日川ダムについては、水利使用規則に抵触する行

為等（貯留できない時期に水を貯留する等）を建設省

（当時。以下同じ）に隠すため、平成 9 年 6 月から平

成 11 年 7 月までの水位データを断続的に改ざんした。

葛野川ダムについては、初期湛水時、貯留制限期間

内の貯留が判明しないよう平成 10年 6月～9月の水位

データを改ざんし、そのつじつまを合わせるため漏水

量等のデータも改ざんした。更にこれ以降、平成 11年

11 月までの間においても、水利使用規則に抵触するお

それのある行為（超過していた貯留量を解消するため

流入量以上の水を放流する等）を建設省に隠すため、

水位とこれに関連した漏水量のデータを断続的に改ざ

んした。 

この水位・漏水量データをもって、通商産業省（当

時）への使用承認申請（平成 11 年 11 月提出）を行っ

た。 

挙動評価結果より、ダムは安定した挙動を示してい

るとともに、点検結果において特筆すべき劣化変状も

認められないことから、安全性は確保していると考え

られる。 

・運転開始期日を守るという責任感は社員として重要な価

値観であるが、その価値観をルールの遵守よりも上位に

置いたこと。 

・ダムの初期データは、その後の安全性を評価するうえで

極めて重要な位置づけであるにもかかわらず、安易に改

ざんしたこと。 

・指摘を受けそうなデータについて、行政への説明を回避

したいという考えから安易にデータを改ざんしたこと。 

Ｄ 
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番

号 
法令、協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水 

⑦ 

（電事法） 

定期報告 

 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

今市発電

所 

 

栗山調整

池 

（電事法） 

S63～H14 

 

（河川法） 

定期検査 

H6,8,10,13 

定期報告 

S63～H14 

揚水式発電所の上部調整池であるため、河川からの

土砂の流入がほとんどないと考え堆砂測定をしないま

ま堆砂量を「０」で報告。（昭和 63 年度～平成 13 年度

の定期報告） 

平成 14 年の原子力不祥事公表を契機に測量を開始

し、平成 15 年以降は正しい報告を実施している。 

ダム直上流の堆砂がダム本体の安定性に及ぼす影

響、末端部の堆砂が周辺の土地や構造物等に及ぼす影

響、堆砂による濁水発生が周辺環境等に及ぼす影響が

それぞれ問題ないことから、安全性は確保できている。

・上部ダムの堆砂量測定はしなくても同じと、ルールを

勝手に運用してしまったこと。 

・測量が実施されていないことは書類で明らかであるに

もかかわらず、内部監査等で見過ごされてきたこと。 

Ｄ 

水 

⑧ 

（電事法） 

定期報告 

 

（河川法） 

定期報告 

切明発電

所 

 

渋沢ダム

（電事法） 

H9 

 

（河川法） 

H9 

春先の出水に対し、洪水吐きゲートが凍結により動

作不能となり、ゲートからの放流ができず、ダムの水

位が常時満水位を超えて越流した。これが河川法水利

使用規則に基づくダム操作規程違反になると考え、ダ

ム漏水状況報告に際して、水位を常時満水位未満に改

ざんして報告した。 

水位上昇に対する安全性評価結果並びに点検結果よ

り、安全性は確保できている。 

・ダム操作規程に抵触するのではないかとの疑念が生じ

た際に、安全性には問題ないという考えから、安易にデ

ータを改ざんしたこと。 

Ｄ 
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番

号 
法令、協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水 

⑨ 

（電事法） 

定期報告 

 

（河川法） 

定期報告 

 

塩原発電

所 

 

八汐ダム

 

蛇尾川ダ

ム 

（電事法） 

八汐ダム 

H6～H9 

 

（河川法） 

八汐ダム 

蛇尾川ダム 

H6～H17 

 

塩原発電所の上部ダムである八汐ダムの調整池は湛

水完了後も同種の調整池と比べ浸透流出量が多い状況

が続いており、通常調整池の水位が最低水位を下回る

ことはないところ、水位が最低水位を下回る事態がた

びたび発生していたため、電事法漏水状況報告におい

て、最低水位を下回った場合は水位を一定に保持して

いたものとしてデータを改ざんして報告した。 

水利使用規則では湛水完了後の貯留はできないにも

関わらず、実際には浸透流出が多く出水等の際に貯留

していたため、河川法水利使用規則に基づく定期報告

において、関係する八汐ダムおよび蛇尾川ダムの放流

量、流入量データを改ざんして報告した。また、運転

中止中の浸透流出や貯留による調整池の水位変動が判

明しないよう水位データを改ざんして報告した。 

挙動評価結果、点検結果、検討結果より、ダムの挙

動は安定しており、周辺地山への悪影響も認められな

いことから、安全性は確保できている。 

・データ改ざんについて、本店の担当部門の課長級社員

まで承知のもと長年にわたり行われてきたこと。 

・データ改ざんが行われた根本的な原因として、八汐調

整池からの浸透流出が通常より多く、水利使用規則を厳

守した発電所運用ができなかったこと。 

Ｄ 

水 

⑩ 

（河川法） 

定期報告 

 

中津川第

二発電所

 

穴籐ダム

（河川法） 

H10～H11 

平成 10 年の揚圧力の計測で、3計器（上流・中央・

下流）のうち中央の計器が非常に小さい値を示したが、

総合制御所のダム管理部署は導管のつまりによるもの

と判断し、上流・下流の計器の値や過去の傾向から値

を決め、報告した。 

導管のつまりを修理するまでの 5回分の揚圧力報告

値を改ざんした。 

挙動評価結果並びに点検結果より、安定した挙動を

示しているとともに、特筆すべき劣化変状も認められ

ないことから、安全性は確保できている。 

・計器の不具合による異常値であると判断したにもかか

わらず、その原因考察に基づいた適切な措置をとらず、

安易にデータを改ざんしたこと。 

・計器の不具合を認識しながら直ちに修理しておらず、

根本原因の除去を速やかに行わなかったこと。 

Ｄ 
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番

号 
法令、協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水

⑪ 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

切明発電

所 

 

野反ダム

（河川法） 

定期検査 

H3,5,7,9,14 

定期報告 

H2 頃～H16 

 

積雪の影響により変形計測の基準点が動いたことを

契機に、誤差の大きかった測定点の変形計測値を改ざ

んして当局へ報告した。その後も、基準点の補修・移

動や測定方法の変更等に伴い、計測値の変更が行われ

るようになり、改ざんが常態化した。（平成 2年度頃～

平成 14 年度） 

平成 14 年の原子力不祥事公表を契機に改ざんをや

めることとしたが、過去の経緯を含め当局に相談する

という判断には至らず、平成 16 年度まで改ざんした値

で報告を続けた。（平成 14年度～平成 16 年度） 

挙動評価結果並びに点検結果より、安定した挙動を

示しているとともに、特筆すべき劣化変状も認められ

ないことから、安全性は確保できている。 

・行政への報告に対して消極姿勢であったこと。 

・法令上の報告事項やデータの取扱いに対する認識が甘

かったこと。 

Ｄ 

水 

⑫ 

（河川法） 

定期検査 

定期報告 

 

切明発電

所 

 

野反ダム

（河川法） 

定期検査 

S62,H1,3,5, 

7,9,14 

定期報告 

S59 頃～H14 

放流管の鉄管厚の現地での計測を行わず前回報告値

と同程度の値で当局へ報告したり、計測はしたが前回

の報告値を上回らない値に改ざんして当局へ報告して

いた。（遅くとも昭和 59 年度～平成 14 年度） 

平成 14 年の原子力不祥事公表を契機に測定を開始

し、平成 15 年度以降は正しい報告を実施。 

鉄管厚測定結果から求められる応力は許容応力以下

であり、点検結果からも特筆すべき変状は認められな

いことから、安全性は確保できている。 

・行政への報告に対して消極姿勢であったこと。 

・法令上の報告事項やデータの取扱いに対する認識が甘

かったこと。 

Ｄ 
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番

号 
法令、協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

水

⑬ 

（河川法） 

定期報告 

 

氷川発電

所 

 

 

（河川法） 

H16～H17 

 

水利使用規則に基づく取水量報告において、平成 17

年に従来の出力換算法（発電出力から取水量を換算）

から水位法（取水口水位を実測して取水量に換算）に

変更したが、換算に用いる水位流量曲線が不完全な状

況にある中で最大取水量を超える値が計測されたが、

現地の実測で最大取水量以下であったこと等から、こ

れを最大取水量に置き換えて報告した。 

２箇所の渓流取水口において断続的に最大取水量を

上回る値が計測されたが、これを最大取水量に置き換

えて報告した。 

・当局への説明を回避したいという考えから安易にデー

タを改ざんしたこと。 

Ｄ 
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付表２ 火力発電設備におけるデータ改ざん事案の概要（１０事案） 

番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

火

① 

定期検査・

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

東扇島 

１，２号機

S62 頃 

～ 

H15 

東扇島火力 1,2 号機では、定格出力瞬時超過時に出力
値を定格出力に書き換え、また、定格出力相当分を超え
た電力量を次の時間帯に繰り越し、定格出力相当分の発
電量とするデータ改ざんを行っていた。 

これらの改ざんは、平成 2 年以前は手入力で、平成 2
年以降はユニット計算機による自動処理にて行われてい
たが、現在は使用を中止している。 

なお、定格出力瞬時超過があった場合でも、ボイラー
最大連続蒸発量（ボイラーＭＣＲ）未満の蒸発量で運転
され、機器の設計範囲内であることから、設備安全性に
問題は無いと考えている。 

・安定供給確保のための定格出力運転を重視するあまり、
安易にデータを書き換えたこと。 

・検査官からの指摘を回避することを優先し、データの
重要性について認識が欠けていたこと。 

・自らの業務に対して、コンプライアンス面からの検証
が不十分であり、漫然と引き継いでいったこと。 

・出力瞬時超過時の取扱いについて、本店等の上位機関
に相談できる風土が備わっていなかったこと。 

・内部監査等において指摘、是正できなかったこと。 
 

Ｄ 

 

 

火

② 

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

袖ケ浦 

３号機 

H17.5 

～ 

H19.1 

袖ケ浦火力 3 号機では、給水流量計のオリフィスを取
替えたところ、給水流量計の指示値が約 2％（定格給水流
量で約 60t/h）大きくなったため、製造メーカーから提案
のあった給水流量計指示値の約 1.6％（同約 47t/h）補正
ではなく、オリフィス取替え前と同指示値となるよう指
示値を約 2％小さくなるよう設定変更した。 

なお、この指示値は、平成 19 年 1 月、定期事業者検査
試運転前にメーカー提案補正値未満に是正している。 

また、設備安全性については、今回の指示値の設定変
更により、仮に実流量が 2％多めに流れていたとしても、
設計範囲(5%)内であるため、問題は無いと考えている。 

・過去の実績を重視するあまり、計器精度について製造
メーカー等と十分議論を尽くさず、客観的に妥当性を
検証し得ない補正値を設定したこと。 
・発電所が技術的な事案について判断を行う際、本店等

の上位機関が、適切なアドバイスができなかったこと。 

Ｄ 

 

 



 

 
41

番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

火

③ 

定期検査・

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

千葉 

横須賀 

川崎 

横浜 

五井 

姉崎 

南横浜 

鹿島 

大井 

袖ケ浦 

広野 

富津 

S50 年代 

半ば頃 

～ 

H15 

火①に記載した出力瞬時超過時の出力及び電力量のデ
ータ改ざんを、左記の 12火力発電所でも、手入力で行っ
ていた。ただし、関係者の記憶が必ずしも明確ではなく、
現存資料により改ざんの事実を確認することが困難であ
ったことから、改ざんの具体的なユニット・経緯の特定
には至らなかった。 

なお、平成 15 年 3 月以降、このような改ざんは行われ
ていない。 

また、定格出力瞬時超過があった場合でも、ボイラー
ＭＣＲ未満の蒸発量で運転され、機器の設計範囲内であ
ることから、設備安全性に問題は無いと考えている。 

・安定供給確保のための定格出力運転を重視するあまり、
安易にデータを書き換えたこと。 

・検査官からの指摘を回避することを優先し、データの
重要性について認識が欠けていたこと。 

・自らの業務に対して、コンプライアンス面からの検証
が不十分であり、漫然と引き継いでいったこと。 

・出力瞬時超過時の取扱いについて、本店等の上位機関
に相談できる風土が備わっていなかったこと。 

・内部監査等において指摘、是正できなかったこと。 

Ｃ 

 

 

火

④ 

定期検査 東扇島 

１，２号機

H6 

～ 

H10 

東扇島火力 1,2 号機では、需給逼迫時の緊急避難的な
措置に備え、増出力確認試験を定期検査の試運転時に行
うことがあったが、保安日誌上は出力・電力量・主蒸気
流量が定格値相当となるよう改ざんしていた。 

なお、平成 11 年以降は、このようなデータ改ざんは行
われていない。 

また、過去に実施した増出力運転は、ボイラーＭＣＲ
以下の運転状態で実施されたものであり、設備安全性・
環境への影響に問題は無いと考えている。 

・検査官からの指摘を回避することを優先し、データの
重要性について認識が欠けていたこと。 

・業務上の懸念事項について、本店等の上位機関に相談
できる風土が備わっていなかったこと。 

 

Ｄ 
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番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

火

⑤ 

定期検査・

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

横須賀 

横浜 

五井 

南横浜 

S50 年代 

後半頃 

～ 

H14 

横浜・五井・南横浜の 3 火力では、蒸気温度が定格温
度を 8℃以上または 14℃以上超過した場合に、定格温度
に書き換え超過時間を 0 分としていた。横須賀・横浜・
五井・南横浜の 4 火力では、蒸気温度が定格温度を若干
超過した場合（8℃未満）に定格温度に書き換えていた。
 更に、南横浜火力2号機では、主蒸気圧力が定格圧力5％
超で運転された際、定格圧力に書き換え超過時間を 0 分
としていた。 

なお、平成 14 年 8 月以降、これら改ざんは行われてい
ない。 

また、本事案によるデータ改ざんが行われた可能性が
あるユニットの主蒸気管・高温再熱蒸気管・管寄せの最
新の余寿命診断結果から計算した平成19年 1月末の残寿
命は、最小でも 4.0 万時間以上あるため、設備安全上は
問題は無いと考えている。 

・計測値に対し技術的な検証をせず、法定検査への影響
を懸念し、安易にデータを書き換えたこと。 

・データの重要性について認識が欠けていたこと。 
・自らの業務に対して、コンプライアンス面からの検証

が不十分であり、漫然と引き継いでいったこと。 
・内部監査等において指摘、是正できなかったこと。 
 

Ｃ 

 

 

火

⑥ 

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

横浜 

５号機 

H12.9 横浜火力 5 号機では、ユニット起動時に、再熱蒸気温

度が約 13 分間、定格温度を 28℃以上超過したが、運転日

誌上の 28℃以上超過した時間を 0分に改ざんした。 

ただし結果的には、同機では、このデータを利用して

定検時期変更承認申請は行われなかった。 

 また、当該高温再熱蒸気管の最新の余寿命診断結果か

ら計算した平成 19 年 1 月末の残寿命は、32.3 万時間ある

ため、設備安全上は問題は無いと考えている。 

・28℃以上超過した原因について説明を求められた場合
の対応を避けたいとの動機から、安易に本事案発生の
記録自体を消去してしまったこと。 

・28℃以上超過した温度データを記録に残し、これにつ
いての技術的な検証を行うことを回避してしまったこ
と。 

・定検時期変更承認への影響を懸念し、安易にデータを
書き換えてしまったこと。   

・データの重要性について認識が欠けていたこと。 
 

Ｄ 

 

 



 

 
43

番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

火

⑦ 

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

東扇島 

２号機 

H17.3 

～ 

H18.12 

 東扇島火力 2号機では、定検時期変更申請を行った際、
2号ボイラー設備に余寿命診断対象となる設計温度450℃
以上の部位があったにもかかわらず、存在しないと判断
し、定検時期変更申請書に「対象部位なし」と記載して
申請を行った。 

当該ボイラーについては、本事案が判明後、平成 19年
1 月に当該部位の余寿命診断を行い、十分な余寿命を有し
ていることを確認した。また、他の火力発電設備につい
て、余寿命診断の漏れがないことの確認を行い、設備の
安全性を確認した。 

・製造メーカー等の判断に依存し、自ら業務内容をチェ
ックすることが不十分であったこと。 

・申請書作成時に他ユニットの実績を参考にしてしまい、
自ら申請内容を確認することが不十分であったこと。 
・職位に応じたチェック体制が十分に機能しなかったこ
と。 

 

Ｄ 

 

 

火 

⑧ 

定期事業者

検査 

 

上記検査の

時期変更に

係わる項目 

広野 

1号機 

H17.1 

～ 

H18.12 

 広野火力 1号機は、平成 16 年 10 月から平成 17年 1 月

の定期事業者検査時において実施した伝熱管の肉厚測定

実施箇所のうち、減肉箇所を高精度で再計測しているに

もかかわらず、初回計測と再計測の記録を混在させ、更

には再計測した経緯を残さなかったため、どちらが適正

な計測記録かが判別できなくなった。 

なお、当該部位が強度上必要としている最小肉厚を満

たしていることは確認済みである。 

・伝熱管の肉厚の計測方法に対する理解が不足していた
ため、検査官への説明が後日となったこと。 
・業務ラインにおいて適切な指示がなされず、二つの計
測方法で計測した経緯を文書で記載しなかったこと。 

 

Ｄ 
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番

号 
法令、協定等 

発電所 

ユニット

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

火 

⑨ 

川崎市環境

影響評価に

関する条例

に基づく周

辺海域の海

域調査報告

書 

 

川崎市公害

防止条例に

基づく排水

温測定記録 

東扇島 

 

H2.4 

～ 

H15.7 

東扇島火力の環境影響評価書等では、取放水口海水温
度差について 6℃と記載されていたため、同火力ではこの
温度差 6℃を守らなければならないと考えた。（市条例で
は、排水温は 38℃以下、温度差は 10℃以上超えてはなら
ないと規定） 

このため平成 2年 4月、同温度差が 5.9℃を超過した場
合に 5.9℃と記録し、あわせて放水口温度も書き換えるプ
ログラムを計算機に導入した。 

なお、平成 15 年 7 月に本プログラムの使用は中止して
おり、以降このような改ざんは行われていない。 

また、海域調査報告書では、周辺海域の温度を実測し
たデータが環境影響評価報告書の拡散予測範囲内であっ
たことを確認している。 

・データの重要性について認識が欠けていたこと。 
・内部監査等において指摘、是正できなかったこと。 
・こうした懸念事項を本店等に相談する風土が備わって
いなかったこと。 
・不適切なデータの取扱いについて、各職場で特に問題
視されることなく、漫然と引き継いでいったこと。 

 

Ｄ 

火 

⑩ 

労働安全衛

生法に基づ

く性能検査 

富津 

 

H7.6 

～ 

H17.6 

平成 7 年 6 月、富津火力では、労働安全衛生法に基づ
き隔年で実施する、ホイスト式天井クレーンの性能検査
に先立ち実施した自主検査において、基準値を超過した
計測値を基準値に書き換え、その後の性能検査では、こ
の改ざんされた検査記録を利用して記録確認を受けてい
た。 

同様の改ざんは、平成 17年まで計 6回の検査において
実施された。 

なお、当該クレーンについては、再度計測を行い、計
測データに対しクレーン使用の安全性について、設備使
用状況（車輪フランジがレールに接触していないこと等）
の評価を含め総合的に評価を実施し、設備安全性に問題
のないことを確認した。 

・ 性能検査への影響を懸念し、安易にデータを書き換え
たこと。 

・ 検査官からの指摘を回避することを優先し、データの
重要性について認識が欠けていたこと。 

・ 自らの業務に対して、コンプライアンスの面から検証
が不十分であり、漫然と引き継いでいったこと。 

・ 当社および当社子会社における業務内容をチェックす
ることが不十分であったこと。 
・内部監査等において指摘、是正できなかったこと。 
 

Ｄ 
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付表３ 原子力発電設備におけるデータ改ざん事案の概要（１８事案） 

番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

① 

｜ 

ａ 

非常用ディ

ーゼル発電

機，高圧炉

心スプレイ

系ディーゼ

ル発電機，

高圧炉心ス

プレイ系，

低圧炉心ス

プレイ系及

び低圧注水

系機能検査

柏崎刈羽 

１号機 

H4.5 平成４年５月 12 日に実施された柏崎刈羽原子力

発電所１号機非常用ディーゼル発電機等の機能検査

(定期検査)において、検査前日に対象設備である残

留熱除去冷却ループ(RHIW)ポンプ(A)の電動機が故

障し、運転不能状態になった。発電部長（原子炉主

任技術者を兼務）以下の関係者は協議の上、最終的

には発電部長の判断のもと、定期検査の工程を遅延

させずに、予定どおり受検を終えたいという動機か

ら、同ポンプが正常運転可能であると装って検査を

受検しようと企図し、当該電動機のしゃ断器を「接

続」位置から「試験」位置に切り替えることによっ

て、同電動機が実際には起動していなにも拘わらず、

中央制御室の表示灯にはこれが起動しているように

表示されるよう操作して、同検査に「良」の判定を

得たものである。 

<以上、調査団報告書より要約> 

【検査への影響】 

・RHIW ポンプ（A）が実際には運転状態になかったこと、及

びポンプの電動機に非常用ディーゼル発電機（A）が電力を

供給していなかったことから、検査の成立性に問題があっ

た。 

【保安規定上の問題】 

・当該ポンプが運転不能状態のまま原子炉を起動したこと等

から、保安規定に抵触するものであった。 

【安全に対する影響】 

・仮に非常用炉心冷却系統（３系統）のうち１系統が故障し

たとしても、ＲＨＩＷポンプ（A）が動作しない状態で、非

常用炉心冷却機能および原子炉格納容器スプレイ冷却機能

を維持することができ、事故時に必要な機能に問題はなかっ

たことから、安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

 

Ａ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

福島第一 

１～６号

機 

S54.6 

～ 

H14.4 

Ｃ 

 

 

原 

① 

｜ 

ｂ 

非常用ディ

ーゼル発電

機，高圧炉

心スプレイ

系ディーゼ

ル発電機，

高圧炉心ス

プレイ系，

低圧炉心ス

プレイ系及

び低圧注水

系機能検査

柏崎刈羽 

３号機 

H6.11 

・昭和 54 年６月から平成 14 年４月にわたり、福島

第一原子力発電所１～６号機で実施した左記検査に

おいて、十分な技術的検討を行わずに非常用炉心冷

却系ポンプの吐出・吸込圧力計の指示値を上下させ

たり、検査の際に警報が鳴らないように配線を外し

て警報装置を除外する等の不適切な調整による検査

データの改ざんが行われた。 

・これらの改ざんは、検査を円滑に受検し、無難に

合格させるために、受検担当部署である技術課（グ

ループ）と関係部署が協議した上で、技術課副長・

主任の指揮のもと、中央制御室や現場において実施

された。どの圧力計に対して、いつ、いかなる方法

で、誰が改ざんを行ったかについては、対象となり

うる圧力計の数や、検査の回数が多いことなどか

ら、証言や残された関係資料においても、特定する

ことはできなかった。改ざんの方法については、技

術課の担当者が前回までの定期検査資料を調べる

中で把握したり、受検業務のベテランである上司

（副長、主任）、同僚、前任者から教えてもらうこ

とにより受け継がれた。 

また、平成６年 11 月に、柏崎刈羽原子力発電所３

号機で実施した同検査の際にも、技術課主導のもと、

残留熱除去系ポンプ（Ｂ）の吐出圧力計について指

示値をかさ上げするという不適切な調整による検査

データの改ざんが行われた。 

【検査への影響】 

・「使用前検査合格時の値から著しく低下していない」とい

う判定基準に対して、この調整を行わなくても満足していた

と考えられることから、計器調整等は検査結果に直接影響を

与えるものではなかった。 

【保安規定上の問題】 

・保安規定において運転中に非常用炉心冷却系の定例試験を

行うことが義務付けられているが、その基準は上記定期検査

と同様である。このため、上記「検査への影響」と同様に、

これらの調整は定例試験結果に直接影響を与えるものでは

なく、保安規定に抵触するものではなかった。 

【安全に対する影響】 

・非常用冷却系の全てのポンプについては、調整の有無にか

かわらず、設置許可の安全解析の前提条件となっているポン

プ吐出圧力の値を満足している。このため、本件はプラント

の安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

② 

総合負荷性

能検査 

（蒸気ター

ビン性能検

査・ホ項使

用前検査を

含む） 

福島第一 

１～６号

機 

 

 

福島第二 

１～３号

機 

 

S52.10 

～ 

H14.3 

 

 

H2.1 

～ 

H14.8 

 

昭和 52 年 10 月から平成 14 年８月にかけて、福島
第一原子力発電所１～６号機及び福島第二原子力発
電所１～３号機において、総合負荷性能検査等の測
定対象計器や警報装置に対して、計器測定値のばら
つきの調整、前回検査データに合致させる調整、及
び警報装置の不正表示などのデータ改ざんが行われ
ていた。その方法は計器のゼロ点調整※1、計算機の
ソフト変更、計器配線の変更、警報装置設定値の変
更、警報装置の除外などであった。 

これらの改ざんは、検査を円滑に受検し、合格さ
せる目的で、ある場合には、技術課長（ＧＭ）から
の文書による指示のもと、またある場合には、技術
課（グループ）副長、主任の判断により、改ざんが
各課の検査担当者に指示された。どの計器等に対し
て、いつ、いかなる方法で、誰が改ざんを行ったか
については、対象となりうる計器等の数や、定期検
査の回数が多いことなどから、証言や残された関係
資料においても、特定することはできなかった。 

改ざんの方法については、手順書類への記載はな
かったものの、毎回の定期検査の準備資料等にその
記録が残されていたことから、技術課の担当者が、
前回までの定期検査資料を調べるなかで把握した
り、受検業務のベテランである上司（副長、主任）、
同僚、前任者から教えてもらうことにより受け継が
れた。福島第二原子力発電所においては、昭和 58
年の１号機第１回定期検査以降、総合負荷性能検査
が始まり、先行する福島第一原子力発電所にならっ
て総合負荷性能検査を受検しようとするなかで、受
検における改ざん方法も結果的に継承された。 
なお、検査の目標値に関する改ざんの中に福島第

一原子力発電所２,４,５,６号機の復水器出入口海
水温度に関するデータ処理の改ざん（プロセス計算
機のプログラム変更（補正項の入力等））が含まれて
いる。 

※1 原点（ゼロの位置）を調整するためのネジ等
を利用して、指示針の位置を調整するもの。 

【検査への影響】 
・今回の計器調整を行わない状態であっても制限値は満足し
ていたことから、この調整は検査の結果に直接影響を与える
ものではなかった。 
また、検査時においてはプラントが安定的に運転されてお

り、各機器に対する検査測定項目のパラメータは異常なく安

定していた。総合負荷性能検査等の目標値に関する判定基準

は「異常なく安定していること」であり、計器調整を行わな

い状態でも、判定基準を満足しなかったとは考えにくく、検

査の合否に直接影響を与えるものではなかった。 

【保安規定上の問題】 

・今回データ改ざんが確認された総合負荷性能検査等の制限

値のうち、サプレッションプール温度および格納容器酸素濃

度が保安規定の運転上の制限として規定されているが、今回

の調査結果から保安規定を満足していることを確認してお

り、保安規定に抵触するものではなかった。 

【安全に対する影響】 
・原子炉の安全性を担保する保安規定は満足できていたと考
えており、プラントの安全性に影響を及ぼすものではなかっ
たと考える。 
また、今回のデータ改ざんは計器の表示機能を調整したもの

であり、運転制御に用いる計器の調整ではないことから、プ

ラントの運転に影響はなかった。 

Ｃ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

③ 

安全保護系

設定値確認

検査 

福島第一 

１号機 

S54.2 

～ 

H10.5 

原 

④ 

安全保護系

保護検出要

素性能（校

正）検査 

同上 S56.11 

～ 

H10.5 

第６回（昭和 54 年）定期検査から第 20 回（平成

10 年）定期検査までにおける設定値確認検査、性能

校正検査において、第一発電部第一保修課計装班は、

主蒸気管流量大の差圧スイッチおよび主蒸気流量計

を不正に公正した状態で受検し、検査終了後、正規

に再校正を行ってからプラントを起動し、運転して

いた。また、これらの行為は、第一保修課計装班の

中で、代々の担当者から副長までの間で引き継がれ、

副長の承認のもと、第 20 回定期検査(平成 10 年)ま

で実施されていた。 

主たる動機は、設定値確認検査が初めて行われた

第６回（昭和 54 年）定期検査当時、検査要領書の作

成にあたり、主蒸気流量のライン毎に流量検出器の

流量－差圧特性の違いがあったが、検査官から特性

の違いを問われた場合に、明確に説明できるデータ

がなかったことから、説明の煩雑さを省こうと思い、

検査要領書の設定値を４ライン全て一律に記載した

というものであった。 

【検査への影響】 

・設定値確認検査においては、主蒸気配管Ｂ、Ｄの主蒸気管

流量大差圧スイッチのセット値を主蒸気配管Ａ、Ｃの差圧ス

イッチのセット値にあわせて受検していたため、主蒸気配管

Ｂ、Ｄの差圧スイッチについては、本来動作すべき正規の値

になっても動作しない状態（非安全側の状態）になっており、

不適切な状態で受検していたことから検査の成立性に問題

があった。 

・性能校正検査においては、主蒸気配管Ｂ、Ｄの計測範囲を

主蒸気配管Ａ、Ｃの計測範囲に合わせて受検していたため、

主蒸気配管Ｂ、Ｄについては主蒸気流量の正しい値よりも低

めに指示され、不適切な状態で受検していたことから検査の

成立性に問題があった。 
【保安規定上の問題】 

・定期検査を不適切な状態で受検していたものの、その後運

転に際しては正規に再校正されていることなどから、直ちに

保安規定に抵触するものではなかった。 

【安全に対する影響】 

・検査終了後に計器を正規に再校正したため、プラント運転

に際しては安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

Ｂ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑤ 

主蒸気隔離

弁漏えい率

検査 

（停止後）

柏崎刈羽 

1 ～ ３ 号

機 

H6.9 

～ 

H10.10 

柏崎刈羽原子力発電所１号機第７回(平成６年９

月)、第８回(平成８年２月)、第９回(平成９年７月)、

第 10 回(平成 10 年 10 月)、同２号機第４回(平成７

年９月)、同３号機第１回(平成６年９月)の各定期検

査において、原子炉停止後に実施した主蒸気隔離弁

漏えい率検査に関し、漏えい率（圧力降下量）の測

定を行う際に、圧力降下量を測定する計測用配管の

圧力計元弁を閉操作し、圧力の降下がない状態にし

て測定を行った。これにより、漏えい率を小さくす

る不正な操作を行い、合計９箇所の検査記録を改ざ

んした。改ざんは、平成９年から平成 10 年には、保

修部原子炉課長(平成９年 10 月以降は保修部原子炉

グループマネージャー)の了解のもと行われた。改ざ

んの動機は、停止後漏えい率検査においても、原子

炉起動前の同検査の判定基準を超えないように見せ

かけることによって、検査官への説明等を回避しよ

うと考えたことにある。 

【検査への影響】 

・本検査は主蒸気隔離弁の劣化の状況を把握するために、弁

のシール機能を確認するものである。漏えい率に係わる判定

基準は設けられていないが、本来開状態とすべき圧力測定用

配管の元弁を閉状態で検査を実施したことは、検査の成立性

に問題があった。 

【保安規定上の問題】 

・保安規定においてプラント停止後の漏えい率に関する規定

はない。 

【安全に対する影響】 

・不正な操作を行った可能性の否定できない弁については、

当該弁の内側隔離弁の検査結果は良好かつ改ざんの疑いが

ないうえ、プラント停止期間中に分解点検を実施しているこ

とを工事報告書により確認した。また、起動前に行った漏え

い率検査の社内検査および官庁立会検査の記録からいずれ

も判定基準を満足していることが確認されており、安全性に

影響を及ぼすものではなかった。 

Ｂ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑥ 

蒸気タービ

ン性能検査

（タービン

過速度トリ

ップ検査）

柏崎刈羽 

７号機 

H13.3 「蒸気タービン性能検査」の一部であるタービン

過速度トリップ検査に関して、「タービン機械式トリ

ップ弁作動トリップ」警報が発生しない設計となっ

ていたが、第３回定期検査においては、検査関係者

(６名)が、警報が出ないことを確認していたにも拘

わらず、タービングループマネージャーがボイラ

ー・タービン主任技術者等と相談のうえ検査成績書

の修正は行わないことを決定し、警報の発生を「良」

とする検査成績書が作成され検査証の交付を受け検

査に合格したものであり、こうした行為は、検査記

録の改ざんである。 

改ざんの動機としては、タービントリップ自体が

他の警報で確認できているため、検査の成立性は確

認できていること、過去の検査(第１回および第２

回)を否定することになること、また、再起動させた

プラントの停止を国から要求されるリスクを回避す

ること、国の検査官への説明が面倒と考えたことな

どから、改ざんを行ったことが確認された。 

【検査への影響】 

・本検査は、蒸気タービンを定格回転数から昇速させ、所定

の回転数以下で蒸気タービンが自動停止することを確認す

るものである。所定の回転数以下で蒸気タービンの非常調速

機が作動しタービンが自動停止することは、「非常トリップ

油圧低トリップ」などの警報や回転数等により確認されてお

り、検査結果に直接影響を与えるものではなかった。 

【保安規定上の問題】 

・保安規定においてタービントリップに関する規定はない。 

【安全に対する影響】 

・異常時に蒸気タービンを停止させるための非常調速機につ

いて、機能が維持されていることが確認されていることか

ら、安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

・なお、第４回定期検査（平成 14 年）に、当該警報が発生

するように設備改造が行われている。 

 

 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑦ 

原子炉停止

余裕検査 

福島第一 

２号機 

H12.9 平成 12 年９月に、福島第一原子力発電所２号機で

実施した原子炉停止余裕検査（定期検査および使用

前検査）において、中性子検出器（以下「ＳＲＮＭ」

という）の配置位置の変更に伴い、検査要領書の変

更手続きが必要となった。燃料技術グループでは、

検査要領書の変更手続きにより、定期検査の工程に

影響がでることを懸念していた。そのため、燃料技

術グループのマネージャーと副長及び計測制御グル

ープのマネージャーと副長の４名で協議を行い、検

査要領書と異なる位置（ＳＲＮＭ故障の際に代替と

なるＳＲＮＭを配置する予備位置）にＳＲＮＭが配

置されている状態を認識していながら、当該検査要

領書の変更手続きを行うことなく検査を受検するこ

とを決定し、当該検査の検査立会責任者である原子

炉主任技術者へその旨を報告の上、当該検査を受検

し、これにより、当該検査に「良」の判定を得たも

のである。 

【検査に対する問題】 

・原子炉停止余裕検査においては、ＳＲＮＭが配置されてい

た位置は予備の配置位置として許認可上認められた位置で

あり、臨界監視上の問題はない。また、検査においては、検

査要領書に定められた所定の制御棒を引き抜いた上で、炉心

に配置された８本全てのＳＲＮＭの指示が安定しているこ

とを確認していることから、原子炉はこの状態で臨界未満で

あったと判断できるため、本事案は検査の合否結果に影響は

なかった。 

【保安規定上の問題】 

・当時の保安規定（第 57次改定：平成 12 年６月 16 日施行）

では、第 33 条に反応度停止余裕にかかる規定として、動作

可能な制御棒のうち最大反応度価値の制御棒１本が挿入さ

れない場合でも、原子炉を常に冷温で臨界未満にできること

（停止余裕）を燃料取替後に確認することが求められてい

る。 

・本事案においては上記【検査に対する問題】の通り、原子

炉停止余裕は適切に確認されており、保安規定に抵触するも

のではなかった。 

【安全に対する影響】 

・本事案は検査の合否判定に影響を与えるものではなく、検

査によって保安規定上要求されている原子炉の停止余裕が

確認されていることから、安全性に影響を及ぼすものではな

かった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑧ 

蒸気タービ

ン性能検査

（組立状況

検査）にお

けるデータ

処理の改ざ

ん 

柏崎刈羽 

７号機 

H13.3 平成 13 年３月に実施した柏崎刈羽原子力発電所

７号機の第３回「蒸気タービン性能検査」の一部で

ある組立状況検査（ローターアライメント状況）に

おいて、低圧タービンローターLPA－LPB 間及び LPB

－LPC 間のセンターリング記録のうち、カップリン

グ（接続）面の上開き測定値はそれぞれ 0.0875mm，

0.11mm であり、検査要領書における設定範囲

（0.13mm～0.23mm）を外れていた。タービンを製造

した米国メーカーの技術的見解によると、このミス

アライメント（芯ずれ）は許容できるものであり、

運転中に不具合が発生することもない旨の回答を得

た。そこで、当該実測値によって検査不合格となり、

定期検査の工程に影響がでることを懸念し、タービ

ングループの検査担当者は、上司であるマネージャ

ー、副長、主任と相談し、検査要領書の設定範囲に

収まった値（LPA－LPB 間及び LPB－LPC 間ともに

0.13mm）を検査成績書に記載して検査記録を改ざん

した。なお、当該検査の検査立会責任者であるボイ

ラータービン主任技術者には、検査担当部署のター

ビングループから本事案についての相談・報告等は

行われていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

【検査への影響】 

・タービンローターセンターリングの設定範囲は、個々のタ

ービン設計をもとに組立時の据付作業における裕度を考慮

して事業者が設定した値であり、それを検査要領書に判定基

準として引用されていたものである。設定範囲を逸脱した場

合、それが直ちにタービンの構造上の不具合を引き起こすも

のではないが、運転時の軸振動が増加することが懸念され

る。第３回定期検査の蒸気タービン性能検査のうち、負荷検

査におけるタービンの軸振動の最大値は 0.066mm(４時間平

均値)であり、警報値である 0.175mm に対し十分低く、検査

の目的であるタービンが安定して連続運転していることの

確認は可能であることから、検査結果に直接影響を与えるも

のではなかった。 

・本事案においてはタービンローターセンターリング測定値

を改ざんして検査成績書が作成されていたことは問題があ

った。 

【保安規定上の問題】 

・保安規定においてタービンローターセンターリング測定値

に関する規定はない。 

【安全に対する影響】 

・タービン組立時に米国製造メーカーによりミスアライメン

ト（芯ずれ）が許容範囲内にあり、運転に支障がないとの見

解が得られている。また、その後平成 13 年３月９日に実施

した７号機第３回定期検査蒸気タービン性能検査のうち、負

荷検査におけるタービンの軸振動の最大値は 0.066mm(４時

間平均値)であり、警報値である 0.175mm に対し十分低く、

タービンは安定して連続運転していることが確認されてお

り、安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑨ 

蒸気タービ

ン性能検査

 

※復水器出

入口海水温

度データの

改ざん 

福島第一 

１号機 

S60.11 

～ 

不明 

 

S63.4 

～ 

H18.12 

福島第一原子力発電所 1 号機における復水器出入口

海水温度(４つの水室の入口、出口に各々4点の温度

検出器が設置されている)にかかるプロセス計算機

での平均化処理時に、昭和 60 年 8 月 14 日以降、プ

ラント性能計算仕様書に記載のない補正項が設けら

れており、ここに以下の不適切な入力値が加えられ

ていた。 

ａ．昭和 60 年 11 月 2 日以降、復水器入口海水温

度に対し＋1.2（その後、この補正項の入力値は

０に戻されているが、時期は不明） 

ｂ．昭和 63 年 4 月 22 日以降、復水器出口海水温

度に対し－1.0（平成 18 年 12 月 13 日に補正項

の入力値を０に修正） 

 福島第一１号機の運転開始後は、国の検査として

実施される総合負荷性能検査（昭和 60年以前）およ

び蒸気タービン性能検査（昭和 63 年以後）並びに

（ホ）項使用前検査において、復水器出入口海水温

度のデータを採取し、検査を受検しているが、当該

温度について検査にあたっての制限値は定められて

いない。 

 

【検査への影響】 

 昭和 63 年以降、データ改ざんについて修正措置がとられ

ず、これまでの定期検査等において誤ったデータを記載して

いたと考えられること、平成 17 年 11 月に蒸気タービン性能

検査並びに（ホ）項使用前検査において厳格な検査を受検し

た際にも、復水器出入口海水温度についての改ざんに気づか

なかったことなどの点において問題があったと考える。 

【保安規定上の問題】 

・保安規定には復水器出入口海水温度差にかかわる規定はな

い。 

【安全に対する影響】 

福島第一原子力発電所の復水器出入口海水温度は、プラン

ト運転状態を示す数値の１つとして確認しているものであ

り、それによって運転制御や警報機能に用いるものではない

ことから、かかるデータ改ざんによるプラント運転への影響

はない。 

また、原子炉設置（変更）許可申請、工事計画認可申請に

関しては、当該温度に制限値は定められておらず、保安規定

上もこれらの温度に関する規定は無い。 

以上より、安全性に影響を及ぼすものではなかった。 

Ｃ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑩ 

原子力発電

所周辺地域

の安全確保

に関する協

定 

 

※復水器出

口海水温

度データ

の改ざん

柏崎刈羽

1号機 

 

 

4 号機 

H6.11 

～ 

H19.1 

 

H14.2 

～ 

H18.12 

柏崎刈羽原子力発電所 1 号機（以下、「K-1」とい

う）および 4号機（以下、「K-4」という）において、

常時測定されている復水器出口海水温度（循環水系

（3 系統）には各々入口側 2 点（計 6 点）、出口側 4

点（計 12 点）の温度検出器が設置されている）にか

かるプロセス計算機における平均化処理後の値に関

して下記のデータ改ざんがなされていた。 

・K-1 の場合、平成 6年 11 月以降、復水器出口海

水温度に対し －0.3℃（平成 19 年 1 月中に補正

項への入力値を「0」に修正実施予定）   

・K-4 の場合、平成 14年 2 月以降、復水器出口海

水温度に対し －0.5℃（平成18年12月1日 補

正項への入力値を「0」に修正済み） 

なお、K-1/K-4 ともに次回定期検査時に復水器出

入口海水温度の補正項を除去する予定。 

 

【保安規定上の問題】 

・保安規定には復水器出入口海水温度差にかかわる規定はな

い。 

【安全に対する影響】 

柏崎刈羽原子力発電所の復水器出入口海水温度は、プラン

ト運転状態を示す数値の一つとして確認しているものであ

り、当該温度は運転制御に用いられておらず、また、警報機

能を有していないことから、かかるデ－タ改ざんによるプラ

ント運転への影響はない。 

Ｃ 

原 

⑪ 

原子力発電

所周辺地域

の安全確保

に関する協

定 

※取放水口

温度測定

データの

改ざん 

福島第一

4号機 

S59～S61 

H1～H5 

H6～H9 

福島県報告書、委託報告書より１Ｆ－４について

は、昭和 59 年度から昭和 61 年度並びに平成元年度

から平成５年度において取放水口温度が改ざんされ

ていることが確認された。また、平成６年度から平

成９年度において取放水口温度が改ざんされている

可能性があることが確認された。なお、１Ｆ－４以

外にも県報告書と委託報告書の取放水口温度の不一

致は認められるものの、これらは復水器設計水温上

昇値を越えないようとする意図は認められないもの

であった。 

 

 

 

 

 

【保安規定上の問題】 

・保安規定には復水器出入口海水温度差にかかわる規定はな

い。 

【安全に対する影響】 

改ざんがなされた取放水口前面で測定されている当該デ

ータについては、温排水拡散状況調査時の運転状況データの

一部として測定されているものであり、それによって運転制

御や警報機能に用いるものではないことから、かかるデータ

改ざんによるプラント運転への影響はない。 

Ｃ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑫ 

－ 

(該当なし)

 

※排気筒放

射性よう

素濃度の

不正な測

定による

社内記録

のデータ

改ざん 

柏崎刈羽

( 号 機 不

明) 

H7～H9 柏崎刈羽原子力発電所において、平成 7 年～平成

9 年頃、排気筒から放出される放射性よう素の放射

能濃度を測定した際、指針に定める測定下限濃度以

下の極微量であるものの、測定器の検出限界濃度を

上回ったため、環境化学課主任は、不正な方法で測

定するなどして、数値を小さく改ざんしたことがあ

った。このことは、課長まで承知していた。改ざん

の動機は、ゼロリリース(放出放射性物質をゼロにす

る)に対するプレッシャーが大きく、放出がなかった

ように見せたかったこと、および対外的な説明が困

難であったことによる。なお、不正な方法により改

ざんを行ったことが否定できないのは数件程度と推

測されるが、号機を特定するには至らなかった。 

【安全に対する影響】 

測定された放射性よう素濃度は、指針に定める測定下限濃

度以下であったので「検出なし」と判断されるレベルであっ

た。このため、放射性よう素濃度の測定は 1週間連続捕集し

たフィルタを測定すること、放出の可能性あるのは年 1回の

定期検査における停止時であることから、仮に平成 7年度に

おいて柏崎刈羽原子力発電所のすべての排気筒から、1 週

間、指針に定める測定下限濃度の放射性よう素が放出された

と仮定しても、年間放出量は約 4.5×106Bq と評価され、当

時の保安規定に定めた放出管理目標値と比較して約 5 万分

の 1である。また、この仮定に基づく周辺監視区域境界の放

射性よう素濃度は、約 5.7×10-13Bq/cm3 と評価され、法令の

濃度限度と比較して約 1,000 万分の 1である。さらに、上記

の仮定放出量を基に一般公衆の被ばく線量を求めると、評価

結果は 1.5×10-6mSv／年と評価され、これは法令に定める周

辺監視区域境界における線量限度（1mSv／年）の約 70 万分

の 1である。以上のように、本事案における実際の放射性よ

う素の放出量は極めて低いレベルであったことから、本件は

安全性に影響をおよぼすものではなかった。なお、これまで

の柏崎刈羽原子力発電所周辺での環境モニタリングの測定

結果では発電所の影響による放射性よう素が検出されたこ

とはない。 

 

 

 

 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑬ 

－ 

(該当なし)

 

※排気筒モ

ニタコン

ピュータ

処理の不

正な上書

きによる

社内記録

のデータ

改ざん 

柏崎刈羽

4号機 

H7.5 柏崎刈羽原子力発電所において、平成 7年 5月、4

号機のプラント起動時の、排気筒モニタによる希ガ

ス放射能濃度測定の結果、指針に定める測定下限濃

度以下の極微量であるが、測定器の検出限界濃度を

上回る放射能が検出された。そのため、環境化学課

主任からの聞き取りによると、副長からの指示を受

けて、データ処理用コンピュータ端末を操作し、測

定器の検出限界濃度以下になるようにデータを改ざ

んした。改ざんの動機は、ゼロリリース(放出放射性

物質をゼロにする)に対するプレッシャーが大きく、

放出がなかったように見せたかったこと、および対

外的な説明が困難であったことによる。 

【安全に対する影響】 

測定された放射性希ガス濃度は指針に定める測定下限濃

度以下であったので、「検出なし」と判断されるレベルであ

った。このため、仮に中央制御室チャートにおいて有意な上

昇が確認された当該期間において、チャートに記録された最

大値（7cps）で放出が継続したと仮定しても、放射性希ガス

放出量は約 2.1×1011Bq と評価され、当時の保安規定に定め

た放射性希ガスの放出管理目標値と比較して約 3 万分の 1

である。さらに、上記の仮定放出量を基に一般公衆の被ばく

線量を求めると、9.9×10-7mSv／年と評価され、これは法令

に定める周辺監視区域境界における線量限度（1mSv／年）の

約 100 万分の 1である。以上のように、本事案における実際

の放射性希ガスの放出量は極めて低いレベルであったこと

から、本件は安全性に影響をおよぼすものではなかった。な

お、当該期間において敷地境界のモニタリングポストの指示

値は約 30～40nGy／h であり、有意な変化は認められていな

い。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑭ 

実用発電用

原子炉の設

置、運転等

に関する規

則等 

 

※運転日誌

（社内記

録）等の

熱出力の

計算機打

出し値の

改ざん 

柏崎刈羽

1号機 

H7.8 柏崎刈羽原子力発電所 1 号機において、平成 7 年

8 月 17 日と 27 日の両日、原子炉熱出力瞬時値が定

格値を上回ったため、当直が、当直長了解のもと、

運転日誌に記載されている原子炉熱出力瞬時値を、

定格値を下回る値に改ざんした。その後、改ざんさ

れた運転日誌と他の帳票の整合を図る目的で、燃料

技術課にて、プロセス計算機上のデータ改ざんを目

的とした作業委託を、課長承認のもと、協力企業に

依頼した。これを受けて協力企業は 9 月 4 日、5 日

に当該作業を実施した。これらの改ざんは、運転日

誌に原子炉熱出力瞬時値の定格値超過の記載があっ

た場合、運転管理専門官に、その原因を説明するこ

とが困難であると考え、それを回避しようとしたこ

とや、改ざんした原子炉熱出力瞬時値は、IAEA（国

際原子力機関）の査察で確認されるデータではない

ものの、P-2 帳票自体は当該査察で提示することか

ら、P-2,P-3 帳票と運転日誌の整合を取ろうとした

ことによって行われた。また、P-2 帳票の改ざんに

より、技術部放射線管理課が作成する「平成 7 年度

上期放射線管理等報告書＊」における平成 7 年 8 月

の熱出力最大（原子炉熱出力瞬時値の最大値）が、

正しくない値（本来 3,301MW であるべきところ

3,292MW と記載）になって国に報告されていた。 

＊核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律第 67 条第 1項及び実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則第 24 条第 1 項の規定によるも

の。 

【安全に対する影響】 

当時の保安規定では、「連続最大熱出力」を定格値

（3,293MW）以下に保つことが要求されており、具体的な運

用方法として、プロセス計算機とは別の、平均出力領域モニ

タの記録計で監視する方法が定められていた。なお、プロセ

ス計算機の原子炉熱出力瞬時値（運転日誌(BOP タイパー)の

値）は参考値であり、運転日誌に記載された原子炉熱出力瞬

時値が定格値を超えたとしても、そのことが直ちに保安規定

に抵触するものではなかった。当該データ改ざんが行われた

際も運転中平均出力領域モニタの記録計の監視は行われて

おり、その値は定格値以下であった。また、現在は、原子炉

熱出力の瞬時値が 1％未満の超過の場合は問題とならない

ことが保安規定において明確になっているが、当該データ改

ざんのあった原子炉熱出力瞬時値の定格値からの超過は約

0.25%、約 0.06%である。以上のことから、本件は保安規定

上の問題はなく、また安全性に影響をおよぼすものではなか

った。なお、BOP タイパーは第 15 回定期検査時（平成 19 年

５月～）にタイプ機能がないものへ取替を実施する予定。ま

た、平成８年以降、必要に応じデータ修正ができる機能を追

加しているが、その機能についても削除することを検討す

る。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑮ 

・クレーン

等安全規

則 

 

 

※ホイスト

クレーン

の定期自

主検査記

録の不適

切な取り

扱い 

福島第一

６号機 

定検機材

倉庫 

H10 

 

H13 

福島第一原子力発電所において、6 号機モータ

ー・ジェネレータ建屋に設置しているホイストクレ

ーンについて平成 9 年度に、定検機材倉庫に設置し

ているホイストクレーンについて平成 12 年度に、そ

れぞれ定期自主検査を実施しなかった。それぞれの

事案の原子炉グループ担当者は、2 年毎に実施され

るボイラークレーン協会（登録性能検査機関）によ

る性能検査を受検する際、1 年前の定期自主検査記

録がないことに気づき、主任に相談のうえ、1 年前

の定期自主検査記録をねつ造した。課長、副長が相

談を受けていたかどうかは不明であるが、上覧印は

課長まで押印されていた。その上で、主任および担

当者は、定期自主検査を実施していないにもかかわ

らず、それぞれ性能検査を受検し、これに合格した。

ねつ造の動機は、定期自主検査記録の不備を理由に

性能検査に合格せず、発電所の定期検査時に行われ

る工事や機材の搬入出に必要な当該クレーンが使用

できなくなることで、定期検査全体の工程に影響が

出ることを恐れたというものであった。 

【検査への影響】 

クレーン則第 34 条では、毎年定期自主検査を行うことが

規定されているが、定期自主検査を実施していないにもかか

わらず、記録を作成し不適切な状態でボイラークレーン協会

が実施する性能検査を受検したことが問題であった。 

【安全に対する影響】 

過去 3年分の定期自主検査記録を確認した結果、異常は確

認されていない。クレーンが使用可能であることを証明する

クレーン検査証について、2年ごとにボイラークレーン協会

が実施する性能検査を受検し、検査証の有効期間を更新して

いることから、設備上の問題はなかった。当該設備は設備点

検用のクレーンであり、プラントの安全・安定運転に影響す

るものではなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑯

｜ 

ａ 

・実用発電

用原子炉

の設置、

運転等に

関する規

則 

・原子力発

電所周辺

地域の安

全確保に

関する協

定 

 

※定期検査

開始のた

めのプラ

ント停止

操作にお

ける原子

炉スクラ

ム（自動

停止）事

象の隠ぺ

い 

福島第二

１号機 

S60.11 昭和 60 年 11 月 21 日、福島第二原子力発電所１号

機において、定期検査のため発電機を解列（送電線

から発電機を切り離すこと）し、定期検査のための

原子炉停止操作を実施していたところ、原子炉停止

操作に不十分な点があり、原子炉出力が増大し、中

間領域モニターの設定値を上回ったため、制御棒が

全挿入され、原子炉スクラムが発生した。このよう

な場合には、国及び地元自治体に対して報告しなけ

ればならないところ、発電部長またはその上位職は、

この事実を報告した場合の対応の煩雑さ等を回避す

るため、これを行わないこととし、さらに、その指

示のもと、当直員らは、記録が求められる日誌等を

改ざんし、当該原子炉スクラムが発生しなかったよ

うに装った。＜以上、調査団報告書より要約＞ 

【法令報告等に対する問題】 

原子炉スクラムが発生した場合には、実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則並びに地元自治体との安全協定に

基づき、国及び地元自治体に報告しなければならないとこ

ろ、これを行っていなかった。 

【保安規定に対する問題】 

法令に基づき保安規定に定めた記録（日誌等）が適切に作

成されず、改ざん等がなされた。また、原子炉自動スクラム

があった場合、保安規定によれば、原子炉を再起動するには、

所長の承認が必要であるところ、同定期検査後の原子炉の再

起動の際にかかる承認は得られていない可能性が高い。以上

より、本事案は保安規定に抵触するものであった。  

【安全に対する影響】 

プラントの安全を確保するためにあらかじめ設定された

中性モニターの設定値により、原子炉は自動停止しており、

安全に影響を及ぼすものではなかった。 

Ａ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑯

｜ 

ａ 

・実用発電

用原子炉

の設置、

運転等に

関する規

則 

・原子力発

電所周辺

地域の安

全確保に

関する協

定 

 

※定期検査

開始のた

めのプラ

ント停止

操作にお

ける原子

炉スクラ

ム（自動

停止）事

象の隠ぺ

い 

柏崎刈羽

1号機 

H4.2 平成４年２月 28 日、柏崎刈羽原子力発電所１号機

において、定期検査のため発電機を解列（送電線か

ら発電機を切り離すこと）し、原子炉停止操作を実

施していたところ、電気油圧制御装置の故障により、

原子炉スクラムが発生した。このような場合には、

国及び地元自治体に対し、報告・連絡をしなければ

ならないところ、発電部長は、この事実を公表した

場合の対応の煩雑さ等を回避するため、これを行わ

ないこととし、さらに、記録が求められる日誌等を

改ざんし、当該原子炉スクラムが発生しなかったよ

うに装った。＜以上、調査団報告書より要約＞ 

【法令報告等に対する問題】 

原子炉スクラムが発生した場合には、実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則並びに地元自治体との安全協定に

基づき、国及び地元自治体に報告・連絡をしなければならな

いところ、これを行っていなかった。 

【保安規定に対する問題】 

法令に基づき保安規定に定めた記録（日誌等）が適切に作

成されず、改ざん等がなされた。また、保安規定に定められ

た報告すべき関係者に対し、報告がなされていなかった。・

原子炉自動スクラムがあった場合、保安規定によれば、原子

炉の再起動は、所長の承認に基づきなされるべきところ、定

期検査後の起動は、所長の承認ではなく、通常の起動と同じ

く、発電部長の承認に基づきなされた。以上より、本事案は

保安規定に抵触するものであった。 

【安全に対する影響】 

プラントの安全を確保するためにあらかじめ設定された

原子炉水位により、原子炉は自動停止しており、安全に影響

を及ぼすものではなかった。 

Ａ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑯ 

｜ 

ｂ 

・実用発電

用原子炉

の設置、

運転等に

関する規

則等 

 

・原子力発

電所周辺

地域の安

全確保に

関する協

定 

 

 

※プラント

起動時ド

ライウェ

ル・イン

スペクシ

ョン中の

原子炉ス

ク ラ ム

（自動停

止）事象

の隠ぺい

福島第一 

２号機 

 

S59.10 

昭和 59 年 10 月 21 日、福島第一原子力発電所２号機の

第７回定期検査における起動時ドライウェル・インスペク

ション*中、原子炉監視操作に不十分な点があり、原子炉

内の中性子量の一時的な増大に対応しきれず、中間領域モ

ニタ(以下「IRM」という)の指示値が設定値を上回ったた

め、原子炉の自動停止信号が発信され、制御棒が全挿入さ

れた（以下「原子炉スクラム」という）。 

本件事案においては、核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規則に関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）

および実用発電用原子炉の配置、運転等に関する規則（以

下、「実用炉規則」という。）により記録が求められる日誌

等の改ざんが行われ、当該事案の報告が行われなかった。 

また、地元自治体（福島県、双葉町、大熊町、富岡町お

よび楢葉町）との安全協定に基づき通報連絡しなければな

らなかったが、これを行わなかった。 
*:起動時ドライウェル・インスペクション 

定期検査中の原子炉起動時に、原子炉が昇圧された状態で原

子炉格納容器内の機器の健全性確認を行い、今後の運転にお

いて支障のないことを確認するものである。機器の健全性確

認に当たっては、制御棒を引き抜き、原子炉を臨界状態にし

て原子炉水の加熱を行い、原子炉圧力を規定圧まで昇圧させ

た後、制御棒を挿入し原子炉を未臨界にして、原子炉格納容

器内に点検員が入り、配管・機器等からの漏えい目視確認等

の点検を行うものである。 

 

【保安規定上の問題】 

・運転日誌および引継日誌は、当時の保安規定第１６条の引継にて要求されている

ものであり、この記録を改ざんしたことは、保安規定への適合性という点で問題

があった。 

・当時の保安規定第４３条の原子炉スクラム後の措置については、本事案は原因が

明確であり、安全上の問題もなかったことから、この点では問題はないと思われ

るが、再起動（制御棒の再引抜き）の所長承認の点で抵触すると考えられる。 

・当時の保安規定第４６条の異常時の報告については、本事案は原子炉施設の故障

ではなく適用外である。 

・当時の保安規定第１４８条の記録等の作成および保存では、制御棒位置に対して

運転日誌が、緊急しゃ断の日時や運転状況に対しては引継日誌が、記録および運

転管理文書として適切に作成することが要求されており、これらの記録を改ざん

したことは、保安規定に抵触するものである。また、このうち制御棒位置および

緊急しゃ断の日時は原子炉等規制法および実用炉規則により記録が求められて

いる事項である。 

【報告上の問題】 

・原子炉スクラムが発生したが、当直長は発電部長への報告は行わなかったことか

ら、当該情報は、発電所内でも当直内に限定されていたものと考える。 

・原子炉運転中に原子炉施設の故障により原子炉スクラムした場合は、実用炉規則

に基づく国への報告対象事案である。本件事案は、原子炉施設の故障と見なされ

る運転員の操作ミスにより、未臨界を維持すべき操作の中で一時的に臨界状態

（原子炉運転状態）になりスクラムさせてしまったことから、実用炉規則に基づ

く国への報告対象事案であったものと考える。 

・また本件事案は、地元自治体（福島県、双葉町、大熊町、富岡町および楢葉町）

との安全協定に基づき、通報連絡すべき事案でもあったと考える。 

【安全に対する影響】 

・原子炉内の中性子量の一時的な増大により、Ａ系Ｂ系のIRM指示値がスクラム設

定値を上回ったことから、設計どおり原子炉がスクラムし安全に停止している。 

・原子炉が一時的に臨界になったため、一時的に原子炉格納容器内の中性子量が微

増したことが想定されるが、当時の放射線管理報告書からは作業者の中性子被ば

くは検出限界値以下との記述があり、結果して、臨界量が小さく、原子炉格納容

器内の中性子レベルは微小であったものと考えられる。 

・なお、当時は炉圧（温度）を点検のためあまり下げたくないことから、未臨界量

が少ない状態でドライウェル 

・インスペクションを実施し、点検中、制御棒を挿入しながら原子炉の未臨界を維

持していたものと考えられる。しかしながら現在では、起動時初期臨界の制御棒

位置（ＡＢＷＲは全制御棒全挿入位置）まで制御棒を挿入し、原子炉状態が変化

しても十分未臨界が確保できるようにしており、このような問題は起こり得ない

ものと考える。 

・また順次、IRM チャンネル切り替えの不要な起動領域モニタ（SRNM）を導入し、

運転操作の容易性、監視性、信頼性を向上してきている。 

Ａ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑰ 

実用発電用

の設置、運

転等に関す

る規則 

 

※高圧炉心

スプレイ

系ディー

ゼル発電

機定例試

験記録及

び当直の

引継日誌

の改ざん

柏崎刈羽

３号機 

H7.7 平成７年７月２８日に、柏崎刈羽原子力発電所３

号機の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機(以下、

HPCS-D/G)に対して実施した定例試験において、定格

負荷運転から出力を降下操作中、HPCS-D/G がトリッ

プした。この際、定格負荷をとることが確認できた

後にトリップしているため、HPCS-D/G の機能は維持

できていると考えたものの、運転管理専門官への説

明の煩雑さを省くために、試験が正常に終了したか

のように、当直長は当直の引継日誌を改ざんし、当

直の担当者は当直長の了解のもと試験記録を改ざん

した。その後、当直は発電部長（原子炉主任技術者

を兼務）及び発電部副部長と相談した上で、当該

HPCS-D/G の点検調整を実施し、再度確認試験を行っ

て復旧を確認した。 

【定例試験への影響】 

定例試験の際に、電圧確立時間が基準を満足し、かつ定格

負荷運転において HPCS-D/G の運転状態に異常がないことが

確認されていることから、HPCS-D/G が使用可能であること

は確認されていた。HPCS-D/G の停止前のデータについては

定例試験時には採取されなかったが、点検調整後の確認試験

の際に当該データが採取され、問題ないことが確認されてい

る。以上より、定例試験において必要とされるデータは実質

的に全て採取、確認されていた。 

【保安規定上の問題】 

引継日誌は当時の保安規定の第１４条（引継）に、また、定

例試験記録は当時の保安規定の第９０条（記録）にて要求さ

れているものであり、これらの記録を改ざんしたことは、保

安規定に抵触するものであった。また、HPCS-D/G について

は、保安規定の条文（３６条：当時）で「当直長が定期的な

試験により、非常用電源が使用可能であること」が要求され

ている。これについては、 

・上記定例試験にて HPCS-D/G が使用可能である事が確認

されていること 

・定例試験後、HPCS-D/G は待機状態にあったこと 

・HPCS-D/G の点検調整に当たっては HPCS-D/G を動作不能

な状態としたが、必要になれば即時に復旧、起動できる

体制をとっていたこと 

から、当時の要求事項に照らして直ちに保安規定に抵触す

るものではない。ただし、HPCS-D/G の点検調整中、HPCS-D/G

の機能が十分に確認されていなかったことは、必ずしも保安

規定の維持基準の観点から適切とは言えない。 

【安全に対する影響】 

上記保安規定上の問題で述べたとおり、本件の期間を通じ

て HPCS-D/G は必要があれば運転することが可能な状態にあ

ったと考えられるため安全上の問題はなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑱ 

－ 

(該当なし)

 

※運転日誌

（社内記

録）の熱

出力の計

算機打出

し値の改

ざん 

福島第一

５号機 

 

６号機 

 

H6.9 

 

H3.6 

H7.7 

H7.8 

H10.6 

平成 3年 6月から平成 10 年 6 月にかけて、運転日

誌に打ち出された原子炉熱出力瞬時値が定格値を上

回った際、当直が、当直長の了解の下、技術課（燃

料技術課）からプロセス計算機の取り扱い方法等に

ついて説明を受け、運転日誌の原子炉熱出力瞬時値

を、計 5 回にわたって定格値を下回る値に改ざんし

た。これらの改ざんは、運転管理専門官が日々確認

する運転日誌に、原子炉熱出力瞬時値の定格値超過

があった場合、その原因を説明することが困難と考

え、それを回避する目的で行われた。 

【安全に対する影響】 

当時の保安規定では、「連続最大熱出力」を定格値（５号

機：2,381MW，６号機：3,293MW）以下に保つことが要求され

ており、具体的な運用方法として、プロセス計算機とは別の、

平均出力領域モニタの記録計で監視する方法が定められて

いた。なお、プロセス計算機の原子炉熱出力瞬時値（運転日

誌(BOP タイパー)の値）は参考値であり、運転日誌に記載さ

れた原子炉熱出力瞬時値が定格値を超えたとしても、そのこ

とが直ちに保安規定に抵触するものではなかった。当該デー

タ改ざんが行われた際も運転中平均出力領域モニタの記録

計の監視は行われており、その値は定格値以下であった。ま

た、現在は、原子炉熱出力瞬時値が 1％未満の超過の場合は

問題とならないことが保安規定において明確になっている

が、当該データ改ざんのあった原子炉熱出力瞬時値の定格値

からの超過は最も大きい場合でも約 0.09%であり、1％を大

きく下回る。以上のことから、本件は保安規定上の問題はな

く、また安全性に影響をおよぼすものではなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

Ａ* 

原 

⑲ 

－ 

(該当なし)

 

※定期検査

停止中の制

御棒引き抜

けに伴う原

子炉臨界と

運転日誌等

の改ざん 

福島第一

３号機 

 

S53.11 

昭和 53 年 11 月 2 日、福島第一原子力発電所 3 号

機の定期検査中に、原子炉圧力容器耐圧試験準備の

ために、制御棒駆動水圧系の水圧制御ユニット（Ｈ

ＣＵ）の隔離作業を実施していた。その際、作業上

の問題で制御棒が５本部分的に引き抜けたことによ

り、原子炉が臨界になって炉内の中性子を測定する

モニタ（ＳＲＭ）の指示値が上昇した。その時の当

直（３直）のメンバーは SRM の指示値が高いことを

認識したが、制御棒の引き抜け及び臨界が発生して

いるという認識に至らず、特段の対応はとられなか

った。翌朝の当直（１直）が出勤した際に、SRM の

異常値と制御棒が引き抜けていることを確認し、臨

界が発生しているのではないかと考えたため、引き

抜けていた制御棒を挿入し、臨界は終息した。この

間、最長で 7.5 時間に亘り臨界状態が継続した。ま

た、この件に関して、同日の夜に再び当直の任に当

たった３直の当直員は、ＳＲＭの数値や制御棒位置

について、実際の数値ではなく、通常の値となるよ

うに運転日誌等の記録を改ざんした。改ざんの動機

は当直内の不手際は当直内で処理し、社内的な記録

に残したくないとの心理が働いたものと推定され

る。 

<以上、調査団報告書より要約> 

【法令上の解釈】 
報告書によると、運転日誌（２）（昭和５３年１１月２日）３時～
１０時の原子炉熱出力（SRM）の値が、「〃」で変化していないこ
と、また、制御棒の位置が全挿入位置としていることが、社内の
記録の改ざんにあたると認定しているが、当時の法令上の要求事
項に抵触するものではない。 
 また、本事案については、原子炉施設の故障はなく、また、原
子炉圧力容器蓋が閉じており、法令に定める線量を超える恐れの
ある被ばくはなかったこと等から、当時の総理府令第２８条１１
項（報告徴収）にはあたらないと考えている。 
【保安規定上の問題】 
保安規定には、異常時の措置に関する規定はあるものの、予期し
ない臨界の発生に関する記載はない。 
【安全に対する影響】 
本事案においては、原子炉の停止中に予期せぬ臨界に至ったと判
断されるものの、以下のことから、直ちに安全に影響を与えるよ
うな状態ではなかったと考える。 
・制御棒の引き抜け速度は緩やかでかつ引抜けの程度も小さかっ
たため、臨界にはなっても原子炉の出力は極めて低く、再現解析
によれば定格の約１万分の１のレベルで安定していたと考えられ
ること。 
・このため、炉心の燃料の温度上昇は殆どなく燃料を破損させる
ような状態変化が発生する恐れはなかったと考えられること。 
・プラントは通常運転状態に近い状態まで復旧されており、安定
した低い出力での運転は直ちにプラントの安全に影響を与えるも
のではなかったと考えられること。 
・臨界の停止手段として、制御棒のスクラム機能の他、後備のほ
う酸水注入系（ＳＬＣ）も維持しており、臨界を停止する機能は
十分確保されていたこと。 
また以下のことから、公衆、作業員に対する放射線被ばく上の問
題も生じなかったと考える。 
・燃料が破損する恐れはなく、原子炉圧力容器蓋が閉じていたこ
と等から、建屋内や敷地周辺に放射性物質が放出されて、作業員
や公衆に放射線被ばくを与える恐れはなかったこと。 
・原子炉の出力が極めて低かったため放出される放射線も極めて
低いレベルであり、周辺の公衆はもちろん、仮にプラント内の現
場に作業員がいたとしても被ばく量の増加は殆どなかったこと。 

（
＊
原
子
炉
の
安
全
確
保
の
基
本
に
係
る
重
大
な
事
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
評
価
区
分
を
Ａ
と
す
る
） 
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番

号 
法定・協定等

発電所 

ユニット 

改ざんの 

時期・期間 
事実関係 問題点 

評価

区分 

原 

⑳ 

制御棒駆動

機構使用前

検査 

福島第二

４号機 

S63.10 ～

H2.1 

昭和 63 年 10 月 24 日、福島第二原子力発電所４号

機の第１回定期検査中、制御棒駆動機構（以下「CRD」

という）（※）の単体でのスクラム試験において、1

体（以下「CRD-1」という）に不具合が発生した。こ

のため、当該 CRD の取替工事を行うこととしたが、

同年 10 月 29 日に予備の CRD（以下「CRD-2」という）

への取替工事を行った際に、取替工事の実施に必要

な工事計画届出を行わなかった。また、平成元年 12

月 20 日、第 2回定期検査に先立ち行われた CRD の使

用前検査において、検査を受ける 10 体の CRD のうち

1 体の CRD を代替品で受検し不正に合格した。その

後、平成 2年 1 月から開始した第 2 回定期検査時に

新規に製作された CRD（以下「新製 CRD-1」）と既設

の CRD との取替工事を行った際にも、取替工事の実

施に必要な工事計画届出を行わなかった。（※）原子

炉には 185 体装荷されている。 

なお、CRD-2、新製 CRD-1 は、使用前検査と同等の

内容の検査をその後の定期検査において受検し、合

格している。また、前述の CRD の不具合については、

手順面及び設備面の対策がとられていることを確認

した。 

また、当該の CRD2 体（新製 CRD-1 及び CRD-2）に

ついては、その後使用前検査が未受検であることは

引き継ぎが行われず、現在も使用されていることか

ら、社内マニュアルに基づく不適合処理を行うとと

もに、現在実施中の第 14 回定期検査において、取り

替えを行うこととする。 

【検査への影響】 
第 1 回定期検査及び第 2 回定期検査において、CRD(新製
CRD-1、CRD-2)取替にあたり工事計画の届出を行った上で
使用前検査を受検すべきところ、これを実施しなかった
こと、また第 2 回定期検査において、代替品により使用
前検査(外観検査)を受検し、正規品(CRD-2)については、
これを受検しなかったことは、本来実施すべき検査が実
施されないまま設備が使用されたこととなり問題がある
ものと思われる。 
【保安規定上の問題】 
保安規定においては、定期的な検査により CRD のスクラ
ム時間が所定の値であることを確認することを要求して
いるが、本内容は、毎回定期検査時に確認されているこ
とから、保安規定上は問題はなかったと考える。 
【安全に対する影響】 
当該の CRD2 体については、メーカーが正規に製作したも
のであり、機能の確認に関しては CRD-2 については、ホ
項使用前検査を受検し、合格していること、また新製
CRD-1、CRD-2 とも使用開始後の定期検査において同等の
機能検査を実施し、所定の機能を確認していることから、
安全上の問題はなかった。CRD の外観の健全性について
も、自主点検として、健全性を確認した上で原子炉に据
え付けていること、使用開始後の定期検査において分解
検査を受検し、合格していることから、安全上の問題は
なかった。 

B 
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付表４ 水力発電設備における必要な手続きの不備の概要（４事案） 

番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

手続き不備

の 

時期・期間 

事実関係 問題点 
評価

区分 

水 

⑭ 

電気事業法

施行規則別

表第二 

 

河川法 

第 26 条 

小武川第

三発電所

 

上来沢川

ダム 

H8 電気事業法施行規則別表第 2 で規定される工事の届

出・申請ならびに河川法第 26 条で規定される工事の申請

を行わなかったもの。 

従来の排砂設備は水平であり、土砂による入り口部お

よびトンネル内の閉塞の頻度が高かったことから、排砂

機能の向上を図るため斜め構造に改修した。 

現在、発電所を停止し、技術基準の適合性について関

係当局と協議中。 

Ｂ 

水 

⑮ 

電気事業法

施行規則別

表第二 

４５水力

発電所 

S42～H18 電事法施行規則別表第 2で規定される工事の届出・申

請を行わなかったもの。 

 

45 発電所 80 件   

 

・発電所改造工事 2 件 

・水圧鉄管関係工事 33 件 

・ダム関係工事 24 件 

・非常用予備発電装置関係工事 12 件 

・貯水池・調整池関係工事  7 件 

・導水路関係工事 1 件 

・サージタンク関係工事 1 件 

・申請の要否・内容を、工事実施部署以外の部署がチェ

ックする仕組みがなく、工事実施部署が都合の良い解

釈をしていた。 

・前例にならって仕事を行う、前例にないものは都合の

良い解釈をするなど、業務運営面で安易な判断があっ

た。 

・判断に迷う場合に本店・店所の主管部門を交えて検討

し、徹底して法令、ルールの解明を行い監督官庁への

確認も含めて対処していくなど、社内で協調して仕事

を進めていく仕組みが不足していた。 

・関係法令や届出・申請業務に対する教育・研修が十分

なされていなかった。 

Ｄ 
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番

号 
法令・協定等 

発電所 

ユニット

手続き不備

の 

時期・期間 

事実関係 問題点 
評価

区分 

水 

⑯ 

河川法 

26、55 条 

１３９水

力発電所

S40～H18 河川法第 26 条、55 条で規定される工事の申請を行わ

なかったもの。 

139 発電所 3,490 件 

・主要設備に係るもの 46 発電所 102 件 

・附帯設備に係る手続き不備：136 発電所 3,388 件 

【主要設備】 

取水ダム設備、取水設備、ゲート設備、水路設備、 

発電設備、護岸  

【附帯設備】 

ITV、看板、警報装置、水位計、除塵装置、建物、橋梁、

手摺り、その他（照明、ケーブル、階段、ガードレー

ル、ステップ等） 

・申請の要否・内容を、工事実施部署以外の部署がチェ

ックする仕組みがなく、工事実施部署が都合の良い解

釈をしていた。 

・前例にならって仕事を行う、前例にないものは都合の

良い解釈をするなど、業務運営面で安易な判断があっ

た。 

・判断に迷う場合に本店・店所の主管部門を交えて検討

し、徹底して法令、ルールの解明を行い監督官庁への

確認も含めて対処していくなど、社内で協調して仕事

を進めていく仕組みが不足していた。 

・関係法令や届出・申請業務に対する教育・研修が十分

なされていなかった。 

Ｄ 

水 

⑰ 

河川法 

23 条 
平

たいら

発 電

所 

S34 河川法第 23 条又は同条に基づく許可に係る条件の更

新を行わなかったもの。 

平発電所（長野県、出力 15,600kW、許可使用水量

130.00m3/s）において、昭和 31 年 7 月当初、封水冷却(※)

等のための水利使用許可を得たものの、その後、期間更

新手続きがなされず、昭和 34 年 3 月に失効。 
 

 (※)封水冷却：水車側から軸伝いに上側に漏れてきた水を封

じ込め、回転部（水車軸）との摩擦で発生した

熱を冷却する。 

・冷却水等に係る水利使用許可の期間更新手続きが許可

失効以降なされていないこと。 

Ｄ 

 
 


